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③ 自治体が設置する権利擁護機関アンケート調査票 

  

自治体が設置する子どもの権利擁護機関に関するアンケート調査票 
 
１．法制度上の枠組みについておたずねします。 

 ①  貴自治体が条例による附属機関として設置している子どもの権利擁護のための公

的第三者機関（以下「貴自治体の子どもの権利擁護機関」といいます。）の正式名称

（子どもに親しみやすいよう通称名を用いている場合は通称名も）と設置年月日を

おしえてください。 
    

正式名称 

 

 

通称名（ある場合） 

設置年月日 

 
②  その条例の名称と制定年月日、施行年月日をおしえてください。  
 

名称 制定年月日 

施行年月日 

 
③  その条例の中で明示して、子どもの権利擁護の基盤や機関設置の根拠として位置

づけている法や憲章は、次のうちどれですか。該当するものすべてにチェックを入

れてください。 
 
  □日本国憲法 □児童福祉法 □児童憲章 □児童虐待の防止に関する法律 

□教育基本法  □少子化社会対策基本法  □次世代育成支援対策推進法 
□子ども・若者育成支援推進法  □子どもの貧困対策の推進に関する法律 
□いじめ防止対策推進法   □教育機会確保法 
□児童の権利に関する条約  □その他（                ） 
 

④  貴自治体の子どもの権利擁護機関の条例上の位置づけは、次のどれですか。該当

するものひとつにチェックを入れてください。 
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③ 自治体が設置する権利擁護機関アンケート調査票 

  

自治体が設置する子どもの権利擁護機関に関するアンケート調査票 
 
１．法制度上の枠組みについておたずねします。 

 ①  貴自治体が条例による附属機関として設置している子どもの権利擁護のための公

的第三者機関（以下「貴自治体の子どもの権利擁護機関」といいます。）の正式名称

（子どもに親しみやすいよう通称名を用いている場合は通称名も）と設置年月日を

おしえてください。 
    

正式名称 

 

 

通称名（ある場合） 

設置年月日 

 
②  その条例の名称と制定年月日、施行年月日をおしえてください。  
 

名称 制定年月日 

施行年月日 

 
③  その条例の中で明示して、子どもの権利擁護の基盤や機関設置の根拠として位置

づけている法や憲章は、次のうちどれですか。該当するものすべてにチェックを入

れてください。 
 
  □日本国憲法 □児童福祉法 □児童憲章 □児童虐待の防止に関する法律 

□教育基本法  □少子化社会対策基本法  □次世代育成支援対策推進法 
□子ども・若者育成支援推進法  □子どもの貧困対策の推進に関する法律 
□いじめ防止対策推進法   □教育機会確保法 
□児童の権利に関する条約  □その他（                ） 
 

④  貴自治体の子どもの権利擁護機関の条例上の位置づけは、次のどれですか。該当

するものひとつにチェックを入れてください。 
 

 
 

□首長の附属機関 □教育委員会の附属機関 □首長・教育委員会共同の附属機関 
□その他(                           ) 

⑤  条例が定めている貴自治体の子どもの権利擁護機関の職務や責務、権能等につい

て、次のうち該当するものすべてにチェックを入れてください。 
 

□相談対応   □調整活動  
□申立てを受けての調査   □自己発意による調査  
□是正等の勧告や意見表明  □制度改善等の意見表明や提言  
□独自判断による案件の報道機関等への公表  
□設置者に対する年次的報告 → □報告書の提出が義務付けられている 
□広く市民等に対する年次的報告 → □報告会の開催が義務付けられている  
□条例や当該機関に関する広報や啓発の活動 
□子どもの権利に関する広報や啓発、教育等の活動 
□その他(                                        ) 

 
⑥  貴自治体の子どもの権利擁護機関の活動等に関して、貴自治体や首長、職員や教

職員等に対して、条例が明示して課している義務や責務はありますか。該当するほ

うにチェックを入れてください。 
 

□ある                   □ない                
 →「ある」場合、どのような義務や責務ですか?    
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２．機関の委員・職員の構成等についておたずねします。 

 

①  貴自治体の子どもの権利擁護機関の構成員のうち、条例が定める附属機関の委員

の名称と人数、1ヵ月１人当たり平均的な出務回数（日数）をおしえてください。  
    

委員の名称 

 

人数 

              人 

1ヵ月１人当たり出務回数（日数） 

                      回／日 

 
②  貴自治体の子どもの権利擁護機関の事務局が置かれている部課等の名称と、実質

的な担当職員の人数と職名（肩書き）をおしえてください。  
 

部課等の名称 

 

実質的な事務局担当職員の人数 

 

担当職員の職名（肩書き） 

 
③  貴自治体の子どもの権利擁護機関の構成員のうち、附属機関の委員のスタッフと

して配置されている職員（事務局担当職員を除く）の職名と人数、週１人当たりの

勤務日数（勤務時間）、その主たる役割（職務）と雇用形態をおしえてください。  
 

附属機関の委員のスタッフとして配置されている職員（事務局担当職員を除く）の職名 

 

 

その人数 

               人 

週１人当たりの勤務日数（または勤務時間） 

                    日／時間 

主たる役割（職務）：該当するものすべてにチェックを入れてください。 

□相談対応  □調整活動  □調査活動  □広報活動   
□その他（                             ） 

雇用形態：該当するものすべてにチェックを入れてください。 

□正規職員  □嘱託職員（任期あり） □アルバイト職員（任期あり） 

□その他（                             ） 
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２．機関の委員・職員の構成等についておたずねします。 

 

①  貴自治体の子どもの権利擁護機関の構成員のうち、条例が定める附属機関の委員

の名称と人数、1ヵ月１人当たり平均的な出務回数（日数）をおしえてください。  
    

委員の名称 

 

人数 

              人 

1ヵ月１人当たり出務回数（日数） 

                      回／日 

 
②  貴自治体の子どもの権利擁護機関の事務局が置かれている部課等の名称と、実質

的な担当職員の人数と職名（肩書き）をおしえてください。  
 

部課等の名称 

 

実質的な事務局担当職員の人数 

 

担当職員の職名（肩書き） 

 
③  貴自治体の子どもの権利擁護機関の構成員のうち、附属機関の委員のスタッフと

して配置されている職員（事務局担当職員を除く）の職名と人数、週１人当たりの

勤務日数（勤務時間）、その主たる役割（職務）と雇用形態をおしえてください。  
 

附属機関の委員のスタッフとして配置されている職員（事務局担当職員を除く）の職名 

 

 

その人数 

               人 

週１人当たりの勤務日数（または勤務時間） 

                    日／時間 

主たる役割（職務）：該当するものすべてにチェックを入れてください。 

□相談対応  □調整活動  □調査活動  □広報活動   
□その他（                             ） 

雇用形態：該当するものすべてにチェックを入れてください。 

□正規職員  □嘱託職員（任期あり） □アルバイト職員（任期あり） 

□その他（                             ） 

 
 

３．機関の立地、子ども向け広報、会議、予算についておたずねします。 
 
①  貴自治体の子どもの権利擁護機関の事務所の立地は、次のどれに該当しますか。

該当するものすべてにチェックを入れてください。 
  □役所外に独自に事務所を置いて、事務局担当職員とその他スタッフが常駐 
  □役所内の一室に事務所を置いて、事務局担当職員とその他スタッフが常駐 
  □独自の事務所は置かず、事務局を担当する部課の事務スペース内で対応 
  □その他（                             ） 
 
②  貴自治体の子どもの権利擁護機関は、相談対応スタッフを配置した専用の相談室

や相談スペースを設置していますか。該当するものにチェックを入れてください。 
  □事務所内に常設  □事務所外に常設  □事務所内にも事務所外にも常設 
  □専用の相談室や相談スペースは常設せず、必要に応じて公共施設等で開設 

□その他（                             ） 
 
③  貴自治体の子どもの権利擁護機関では、子どもに対する広報等をどのように行っ

ていますか。該当するものすべてにチェックを入れてください。 
□子ども向けの広報媒体を作成して学校等で定期的に配布している。  
□機関の委員やスタッフが学校等を訪問して子どもたちに広報活動を行っている。 
□児童館や青少年センター等の公共施設で掲示したり配布物を置いたりしている。 
□機関のホームページを子どもが見てもわかるように工夫して情報発信している。 
□その他（                              ）  

 
④  貴自治体の子どもの権利擁護機関の会議について、該当するものにチェックを入

れてください。そのうえで、関連する問いにお答えください。 
  □附属機関としての合議を行うための、原則公開の会議を定期的にもつている 
   →年間で、何回程度ですか？   年間（      ）回程度 
  □上記の会議とは別に、子どもの権利擁護機関として、対応が必要な案件等につい

て検討し合うための、原則非公開のケース会議等を定期的にもつている。 
→月間で、何回程度ですか？  月間（      ）回程度 

       
⑤  貴自治体の子どもの権利擁護機関の本年度、昨年度、一昨年度の予算総額と、そ

のうちに占める人件費（概算で結構です）について、おしえてください。    
 予算総額 そのうちの人件費 

2017（平成 29）年度 
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2016（平成 28）年度 
  

2015（平成 27）年度 
  

 

４．機関の活動状況についておたずねします。 

 
①  貴自治体の子どもの権利擁護機関が、昨年度に受け付けた相談の延べ件数と実件数

（案件数）について、おしえてください。 

 相談の延べ件数 実件数（案件数） 

2016（平成 28）年度 
 

件 

 

件 

 

②  上記①の「相談の延べ件数」の内訳について、子ども、保護者、その他のおとな、

に分類したときの、それぞれの比率（概数でも結構です）をおしえてください。 

 子どもからの相談 保護者からの相談 その他のおとなから 

2016（平成 28）年度 
 

％ 

 

％ 

 

％ 

 
③  上記②の「子どもからの相談」の主訴として多いものを上位３つまで、次の各項目

から選んでチェックを入れてください。   
  □不登校 □学校園所での子ども同士の関係 □学校園所や教員・職員との関係 
  □家族関係の悩み □地域社会の苦情や不満 □行政への苦情や不満 
 □進路問題 □経済問題 □福祉サービスの利用 □その他（         ） 

 
④  上記②の「おとなからの相談（保護者から＋その他のおとなから）」の主訴として多

いものを上位３つまで、次の各項目から選んでチェックを入れてください。   
  □不登校 □学校園所での子ども同士の関係 □学校園所や教員・職員との関係 
  □家族関係や子育ての悩み □地域社会の苦情や不満 □行政への苦情や不満 

 □進路問題 □経済問題 □福祉サービスの利用 □その他（         ） 
 
⑤  貴自治体の子どもの権利擁護機関では、現在どのような相談受付の方法を実施して

いますか。次のうち該当するものすべてにチェックを入れてください。 
□電話での相談 □来所による面談での相談 □訪問による面談での相談 
□メールでの相談 □ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を利用した相談 
□機関ホームページ上での相談 □手紙での相談 □ファックスを利用した相談 
□その他（                               ） 
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2016（平成 28）年度 
  

2015（平成 27）年度 
  

 

４．機関の活動状況についておたずねします。 

 
①  貴自治体の子どもの権利擁護機関が、昨年度に受け付けた相談の延べ件数と実件数

（案件数）について、おしえてください。 

 相談の延べ件数 実件数（案件数） 

2016（平成 28）年度 
 

件 

 

件 

 

②  上記①の「相談の延べ件数」の内訳について、子ども、保護者、その他のおとな、

に分類したときの、それぞれの比率（概数でも結構です）をおしえてください。 

 子どもからの相談 保護者からの相談 その他のおとなから 

2016（平成 28）年度 
 

％ 

 

％ 

 

％ 

 
③  上記②の「子どもからの相談」の主訴として多いものを上位３つまで、次の各項目

から選んでチェックを入れてください。   
  □不登校 □学校園所での子ども同士の関係 □学校園所や教員・職員との関係 
  □家族関係の悩み □地域社会の苦情や不満 □行政への苦情や不満 
 □進路問題 □経済問題 □福祉サービスの利用 □その他（         ） 

 
④  上記②の「おとなからの相談（保護者から＋その他のおとなから）」の主訴として多

いものを上位３つまで、次の各項目から選んでチェックを入れてください。   
  □不登校 □学校園所での子ども同士の関係 □学校園所や教員・職員との関係 
  □家族関係や子育ての悩み □地域社会の苦情や不満 □行政への苦情や不満 
 □進路問題 □経済問題 □福祉サービスの利用 □その他（         ） 

 
⑤  貴自治体の子どもの権利擁護機関では、現在どのような相談受付の方法を実施して

いますか。次のうち該当するものすべてにチェックを入れてください。 
□電話での相談 □来所による面談での相談 □訪問による面談での相談 
□メールでの相談 □ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を利用した相談 
□機関ホームページ上での相談 □手紙での相談 □ファックスを利用した相談 
□その他（                               ） 

 
 

⑥  貴自治体の子どもの権利擁護機関が、昨年度に実施した調整活動（上記の相談とは

別に、子どもの権利擁護のために関係者や関係機関に対して行った何らかの調整的な

活動）の延べ件数と実件数（案件数）について、おしえてください。 
 調整活動の延べ件数 実件数（案件数） 

2016（平成 28）年度 
 

件 

 

件 

⑦  貴自治体の子どもの権利擁護機関が、設置後現在までに実施した調査活動（申立て

または自己発意により条例上の権限を行使する活動）の延べ案件数（年度ごとの案件

数の合計）と実案件数（現在までに扱った案件数）について、おしえてください。 
設置～現在の年数 延べ案件数 実案件数 

 

年    ヵ月 

 

件 

 

件 

 
⑧  貴自治体の子どもの権利擁護機関は、要対協（要保護児童対策地域協議会）とは、

どのような関係にありますか。次のうち該当するものひとつにチェックを入れてくだ

さい。 
  □要対協の構成員として参加している。  □要対協から求めがあれば参加する。 
  □公的第三者機関の独立性の観点から、原則として要対協には参加しない。 

□協議には参加しないが、案件をめぐる調整的なかかわりをもつことはある。   
  □その他（                                ） 
 
⑨  貴自治体の子どもの権利擁護機関は、家児相（家庭児童相談）とは、どのような関

係にありますか。次のうち該当するものすべてにチェックを入れてください。 
  □相談や苦情、申立て等を受けて、家児相を対象に対応（調整・調査・勧告等）を行

ったことがある。 
  □普段から共同でケース会議をもつなど緊密に連携してケース対応している。 
  □共同でケース会議をもつなどはしないが必要に応じて相互に連絡調整等を図る。 
  □先方は行政機関としての守秘義務等もあり、当方との連携はあまり求めてこない。 
  □公的第三者機関の独立性の観点から、当方から積極的に関係をもつことはしない。 
  □その他（                                ） 
 
⑩  貴自治体の子どもの権利擁護機関は、児童相談所とは、どのような関係にあります

か。次のうち該当するものすべてにチェックを入れてください。 
  □相談や苦情、申立て等を受けて、児童相談所を対象に対応（調整・調査・勧告等）

を行ったことがある。 
  □普段から共同でケース会議をもつなど緊密に連携してケース対応している。 
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  □共同でケース会議をもつなどはしないが必要に応じて相互に連絡調整等を図る。 
  □先方は行政機関としての守秘義務等もあり、当方との連携はあまり求めてこない。 
  □公的第三者機関の独立性の観点から、当方から積極的に関係をもつことはしない。 
  □その他（                                ） 
 
⑪  貴自治体の子どもの権利擁護機関は、都道府県児童福祉審議会と連携を行っていま

すか。該当するほうにチェックを入れてください。 
□ある（連携の内容をおしえてください）       □ない                

 

 
⑫  貴自治体の子どもの権利擁護機関は、いじめ防止対策推進法に基づいて自治体が設

置する附属機関（いじめ問題の重大事態に際して調査等を担うとされる第三者委員会

等で、教育委員会が設置するものと市長が設置するものとがある）とどのような関係

にありますか。次のうち該当するものにチェックを入れてください。 
  □本機関はいじめ防止対策推進法に基づく当該附属機関を兼ねている。 
  □当該附属機関は、本機関とは完全に別組織として設置されている。 
  □当該附属機関は、本自治体では未設置であるが、本機関が兼ねるものではない。 
  □その他（                               ） 
 
⑬  貴自治体の子どもの権利擁護機関では、広報活動や相談対応等を含む活動の中で、

子どもの意見表明・参加の権利を積極的に尊重するために、特に配慮していることが

ありますか。次のうち該当するものにすべてチェックを入れてください。 
  □広報活動に子どもの協力を求めたり相談方法等で子どもの意見を聴いたりする。 

□外国籍の子どもも相談できるように日本語以外の言語の利用など配慮をしている。 
  □低年齢児も相談できるように必要な配慮を工夫している。 
  □その他（                                ） 
 
⑭  貴自治体の子どもの権利擁護機関における、障害のある子どもからの相談について、

おたずねします。次のうち該当するものにすべてチェックを入れてください。 
□障害のある子ども本人からの相談が過去３ヵ年間にあった。→（    ）案件 
□障害のある子どもを対象とした広報活動を特に工夫して行っている。 

  □障害のある子どもの相談対応等において合理的配慮を提供している。 
  □その他（                                ） 
 
⑮  社会的養護の措置児童（施設や里親委託されている子ども）からの相談について、
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  □共同でケース会議をもつなどはしないが必要に応じて相互に連絡調整等を図る。 
  □先方は行政機関としての守秘義務等もあり、当方との連携はあまり求めてこない。 
  □公的第三者機関の独立性の観点から、当方から積極的に関係をもつことはしない。 
  □その他（                                ） 
 
⑪  貴自治体の子どもの権利擁護機関は、都道府県児童福祉審議会と連携を行っていま

すか。該当するほうにチェックを入れてください。 
□ある（連携の内容をおしえてください）       □ない                

 

 
⑫  貴自治体の子どもの権利擁護機関は、いじめ防止対策推進法に基づいて自治体が設

置する附属機関（いじめ問題の重大事態に際して調査等を担うとされる第三者委員会

等で、教育委員会が設置するものと市長が設置するものとがある）とどのような関係

にありますか。次のうち該当するものにチェックを入れてください。 
  □本機関はいじめ防止対策推進法に基づく当該附属機関を兼ねている。 
  □当該附属機関は、本機関とは完全に別組織として設置されている。 
  □当該附属機関は、本自治体では未設置であるが、本機関が兼ねるものではない。 
  □その他（                               ） 
 
⑬  貴自治体の子どもの権利擁護機関では、広報活動や相談対応等を含む活動の中で、

子どもの意見表明・参加の権利を積極的に尊重するために、特に配慮していることが

ありますか。次のうち該当するものにすべてチェックを入れてください。 
  □広報活動に子どもの協力を求めたり相談方法等で子どもの意見を聴いたりする。 

□外国籍の子どもも相談できるように日本語以外の言語の利用など配慮をしている。 
  □低年齢児も相談できるように必要な配慮を工夫している。 
  □その他（                                ） 
 
⑭  貴自治体の子どもの権利擁護機関における、障害のある子どもからの相談について、

おたずねします。次のうち該当するものにすべてチェックを入れてください。 
□障害のある子ども本人からの相談が過去３ヵ年間にあった。→（    ）案件 
□障害のある子どもを対象とした広報活動を特に工夫して行っている。 

  □障害のある子どもの相談対応等において合理的配慮を提供している。 
  □その他（                                ） 
 
⑮  社会的養護の措置児童（施設や里親委託されている子ども）からの相談について、

 
 

おたずねします。次のうち該当するものにすべてチェックを入れてください。 
  □社会的養護の措置児童本人からの相談が過去３ヵ年間にあった。→（    ）案件 

□社会的養護の措置児童を対象とする広報活動を特に工夫して行っている。 

  □社会的養護の措置児童の相談対応等において必要な配慮を行っている。 

□その他（                                ） 

 
⑯  貴自治体の子どもの権利擁護機関の自治体内での認知状況について、これまでに調

査等を実施したことがありますか。次のいずれかにチェックを入れてください。実施

したことがある場合は、関連する問いにお答えください。 
  □ある                  □ない 
   →「ある」場合、直近の調査等の結果をお答えください。   

何年度の調査ですか？ 

      年度 

子ども、おとな、それぞれの認知率（％）など 

 

 

５．機関の積極的な特徴や特質についておたずねします。 

貴自治体の子どもの権利擁護機関の積極的な特徴や特質について、次の中から最も該

当すると考えられるものを、上位４つまで選んで、チェックを入れてください。 
 

  □一般行政権からの一定の独立性   □子どもの権利擁護機関としての第三者性  
□子どもの訴え等を直接聴いて受け止める専門性  
□専ら子どもの最善の利益を図ることを目的とする固有性  
□子どもの人権問題等に関する調整や調査等の簡易・迅速性 
□子どものＳＯＳを受け止めてその子どもの救済にあたる機能等 
□子どもの権利の一般的な状況を監視（モニタリング）する機能等 
□子どもに関することでの保護者などおとな対象の相談や支援にあたる機能等 
□いじめや虐待などの問題に対する公平・中立な調査や調停等を行う役割等 
□自治体の教育委員会や学校、児童福祉機関・施設などを支援する役割等 
□自治体の子ども施策や制度に関する改善等を首長に提言する役割等 
□その他 （                              ） 

 

６．厚生労働省が検討しようとする子どもの権利擁護のための第三者機関について、貴

自治体の権利擁護機関の設置と運営の経験を踏まえ、自由にご意見等をお書きください。 
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まことにありがとうございました。 
最後に下の事項について、ご記入をお願いいたします。 

貴自治体名 都・道・府・県 市・区・町・村 

貴自治体人口 
（    ）年度現在 

人 

そのうちの子ども人口 

人 

本アンケート 

回答記入者* 

氏名 職名（肩書き） 

連絡先 

電話： 

F A X： 

E-mail： 

 *回答記入者が複数名の場合は、代表者 1 名をご記入ください。ご回答いただきました内容について、電

話にてお問い合わせさせていただく場合もございますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

本年 11月 30日(木)までに、ご投函くださいますよう、お願いいたします。 

② 自治体が設置する権利擁護機関アンケート調査票 
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まことにありがとうございました。 
最後に下の事項について、ご記入をお願いいたします。 

貴自治体名 都・道・府・県 市・区・町・村 

貴自治体人口 
（    ）年度現在 

人 

そのうちの子ども人口 

人 

本アンケート 

回答記入者* 

氏名 職名（肩書き） 

連絡先 

電話： 

F A X： 

E-mail： 

 *回答記入者が複数名の場合は、代表者 1 名をご記入ください。ご回答いただきました内容について、電

話にてお問い合わせさせていただく場合もございますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

本年 11月 30日(木)までに、ご投函くださいますよう、お願いいたします。 

② 自治体が設置する権利擁護機関アンケート調査票 

  

④ 自治体が設置する権利擁護機関アンケート 調査単純集計表

１．法制度上の枠組みについて

1-1)子どもの権利擁護のための公的第三者機関の設置年

1-2)子どもの権利擁護のための公的第三者機関の条例制定年 （n=31)

1-3）その条例の中で明示して、子どもの権利擁護の基盤や機関設置の根拠として位置づけている法や憲章 　(n=31)

選択肢 ％

1 日本国憲法 32.3%
2 児童福祉法 9.7%
3 児童憲章 3.2%
4 児童虐待の防止に関する法律 3.2%
5 教育基本法 0.0%
6 少子化社会対策基本法 0.0%
7 次世代育成支援対策推進法 0.0%
8 子ども・若者育成支援推進法 0.0%
9 子どもの貧困対策の推進に関する法律 0.0%
10 いじめ防止対策推進法 3.2%
11 教育機会確保法 0.0%
12 児童の権利に関する条約 74.2%
13 その他 12.9%

（その他：学校教育法、まちづくり基本条例、無、根拠法等の明示はない）

1-4）自治体の子どもの権利擁護機関の条例上の位置づけ

％

1 83.9%
2 6.5%
3 1 3.2%
4 6.5%

2016年
2017年

1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年

自治体が設置する子どもの権利擁護機関に関するアンケート調査票
単純集計結果

2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年

自治体数

10
3
1
1
0
0
0
0
0

条例の制定

新規 総数

　選択肢

首長の附属機関

教育委員会の附属機関

その他

自治体数

26
2

2

公的第三者機関の設置

新規 総数

1
0

23
4

首長・教育委員会共同の附属機関

（その他：回答では「その他」になっているが当該自治体の条例の内容からは首長の附属機関と考えられる。）
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1-5）条例が定めている自治体の子どもの権利擁護機関の職務や責務、権能等について  (n=31／複数回答)

選択肢 ％

1 相談対応 83.9%
2 調整活動 80.6%
3 申立てを受けての調査 90.3%
4 自己発意による調査 61.3%
5 是正等の勧告や意見表明 67.7%
6 制度改善等の意見表明や提言 38.7%
7 独自判断による案件の報道機関等への公表 16.1%
8 設置者に対する年次的報告 51.6%
9 広く市民等に対する年次的報告 41.9%
10 条例や当該機関に関する広報や啓発の活動 38.7%
11 子どもの権利に関する広報や啓発、教育等の活動 35.5%
12 その他 9.7%

（その他：市長に対し、必要な措置を講ずることを求めること、救済に係る処理状況を速やかに市長に報告する、

　いじめ防止等のための対策、権利侵害等に係る救済の実効的な推進に関する重要事項）

16
13
12

21
12
5

自治体数

26
25
28

11
3

19

相談対応

調整活動

申立てを受けての調査

自己発意による調査

是正等の勧告や意見表明

制度改善等の意見表明や提言

独自判断による案件の報道機関等への公表

設置者に対する年次的報告

広く市民等に対する年次的報告

条例や当該機関に関する広報や啓発の活動

子どもの権利に関する広報や啓発、教育等の活動

その他
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1-5）条例が定めている自治体の子どもの権利擁護機関の職務や責務、権能等について  (n=31／複数回答)

選択肢 ％

1 相談対応 83.9%
2 調整活動 80.6%
3 申立てを受けての調査 90.3%
4 自己発意による調査 61.3%
5 是正等の勧告や意見表明 67.7%
6 制度改善等の意見表明や提言 38.7%
7 独自判断による案件の報道機関等への公表 16.1%
8 設置者に対する年次的報告 51.6%
9 広く市民等に対する年次的報告 41.9%
10 条例や当該機関に関する広報や啓発の活動 38.7%
11 子どもの権利に関する広報や啓発、教育等の活動 35.5%
12 その他 9.7%

（その他：市長に対し、必要な措置を講ずることを求めること、救済に係る処理状況を速やかに市長に報告する、

　いじめ防止等のための対策、権利侵害等に係る救済の実効的な推進に関する重要事項）

16
13
12

21
12
5

自治体数

26
25
28

11
3

19

相談対応

調整活動

申立てを受けての調査

自己発意による調査

是正等の勧告や意見表明

制度改善等の意見表明や提言

独自判断による案件の報道機関等への公表

設置者に対する年次的報告

広く市民等に対する年次的報告

条例や当該機関に関する広報や啓発の活動

子どもの権利に関する広報や啓発、教育等の活動

その他

1-5-8）設置者に対する年次的報告の実施

選択肢 ％

29.0%

22.6%

48.4%

1-5-9）広く市民等に対する年次的報告の実施

選択肢 ％

3.2%

38.7%

58.1%

1-6）自治体の子どもの権利擁護機関の活動等に関して、自治体や首長、職員や教職員等に対して、

条例が明示して課している義務や責務の有無  （n=31)

選択肢 ％

ある 67.7%
ない 29.0%

自治体数

9

7

報告会を行っていない 18

自治体数

22
9

報告書の提出が

義務付けられている

報告書提出は義務付け

られていないが、報告してい

る

報告会の開催が義務付け

られている

報告会の開催は義務付けられ

ていないが、報告している

年次的報告を行っていない

自治体数

1

12

15

報告書の提出が

義務付け

られている

報告書提出は

義務付け

られていないが、

報告している

年次的報告

を

行っていない

報告会の開催

が義務付け

られている

報告会の開催は

義務付けられて

いないが、

報告している

報告会を

行っていない

ある

ない
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２．機関の委員・職員の構成等について

2-1)子どもの権利擁護機関の、条例で定める附属機関の委員の人数

％

3～5人

人数 自治体数

2人

3人

4人

5人

未回答

2-1)子どもの権利擁護機関の附属機関の委員１カ月１人あたりの出務回数（日数）

％

１～2回

回数 自治体数

0回

適宜・随時

未回答

３～４回

５回以上

1回未満

2-2)子どもの権利擁護機関の事務局担当部局 　(n=31)

％

市長部局の子ども施策担当部課

市長部局の人権施策担当部課

第三者機関専任事務局

　部局 自治体数

教育委員会の事務局部課

2-2)子どもの権利擁護機関の事務局担当職員の人数 　(n=31)

％

注：10自治体が実質的な担当職員として、課長級以上を配置

４人

未回答

２人

３人

人数 自治体数

１人

2-3)附属機関の委員のスタッフの人数（事務局担当職員を除く） 　　　(n=31)

％

３人

５人以上

１人

人数 自治体数

なし

２人

４人
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2-3）自治体の子どもの権利擁護機関の構成員のうち、附属機関の委員のスタッフとして配置されている

職員（事務局担当職員を除く）の主たる役割（職務）  （n=31／複数回答）

選択肢 ％

1 相談対応 64.5%
2 調整活動 51.6%
3 調査活動 54.8%
4 広報活動 38.7%
5 その他 12.9%

（その他：人権オンブズパーソンの補佐、子どもの権利サポート委員会

　職務を補佐、救済申立ての受付（調整活動・調査活動は

　擁護委員の命による）、虐待通報についての安全確認）

注：正規職員配置は１自治体のみ

自治体数

20
16
17
12
4

相談対応

調整活動

調査活動

広報活動

その他

３．機関の立地、子ども向け広報、会議、予算について

3-1）自治体の子どもの権利擁護機関の事務所の立地

選択肢 ％

1 役所外に独自に事務所を置いて、事務局担当職員とその他スタッフが常駐

2 役所内の一室に事務所を置いて、事務局担当職員とその他スタッフが常駐

3 独自の事務所は置かず、事務局を担当する部課の事務スペース内で対応

4 その他

（その他：役場外の総合福祉施設の一室に相談室を置いて相談員が常駐、役所内の一室に事務所を置いて相談員が常駐、

役所内の一室に事務所を置いて家庭児相相談室と共用）

16

自治体数

3

6
6

役所外に独自に事務所を置いて、

事務局担当職員とその他スタッフが常駐

役所内の一室に事務所を置いて、

事務局担当職員とその他スタッフが常駐

独自の事務所は置かず、事務局を

担当する部課の事務スペース内で対応

その他

3-2）自治体の子どもの権利擁護機関の、相談対応スタッフを配置した専用の相談室や相談スペースの設置形態 （n=31）

選択肢 ％

1
2
3
4
5 その他

（その他：事務所内にある委員会室を相談にも使用している、必要に応じて役所内の会議室を使用）

事務所内に常設
事務所外に常設
事務所内にも事務所外にも常設
専用の相談室や相談スペースは常設せず、必要に応じて公共施設等で開設

自治体数

13
3
2

11
2
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2-3）自治体の子どもの権利擁護機関の構成員のうち、附属機関の委員のスタッフとして配置されている

職員（事務局担当職員を除く）の主たる役割（職務）  （n=31／複数回答）

選択肢 ％

1 相談対応 64.5%
2 調整活動 51.6%
3 調査活動 54.8%
4 広報活動 38.7%
5 その他 12.9%

（その他：人権オンブズパーソンの補佐、子どもの権利サポート委員会

　職務を補佐、救済申立ての受付（調整活動・調査活動は

　擁護委員の命による）、虐待通報についての安全確認）

注：正規職員配置は１自治体のみ

自治体数

20
16
17
12
4

相談対応

調整活動

調査活動

広報活動

その他

３．機関の立地、子ども向け広報、会議、予算について

3-1）自治体の子どもの権利擁護機関の事務所の立地

選択肢 ％

1 役所外に独自に事務所を置いて、事務局担当職員とその他スタッフが常駐

2 役所内の一室に事務所を置いて、事務局担当職員とその他スタッフが常駐

3 独自の事務所は置かず、事務局を担当する部課の事務スペース内で対応

4 その他

（その他：役場外の総合福祉施設の一室に相談室を置いて相談員が常駐、役所内の一室に事務所を置いて相談員が常駐、

役所内の一室に事務所を置いて家庭児相相談室と共用）

16

自治体数

3

6
6

役所外に独自に事務所を置いて、

事務局担当職員とその他スタッフが常駐

役所内の一室に事務所を置いて、

事務局担当職員とその他スタッフが常駐

独自の事務所は置かず、事務局を

担当する部課の事務スペース内で対応

その他

3-2）自治体の子どもの権利擁護機関の、相談対応スタッフを配置した専用の相談室や相談スペースの設置形態 （n=31）

選択肢 ％

1
2
3
4
5 その他

（その他：事務所内にある委員会室を相談にも使用している、必要に応じて役所内の会議室を使用）

事務所内に常設
事務所外に常設
事務所内にも事務所外にも常設
専用の相談室や相談スペースは常設せず、必要に応じて公共施設等で開設

自治体数

13
3
2

11
2

事務所内に常設

事務所外に常設

事務所内にも事務所外にも常設

専用の相談室や相談スペースは常設せ

ず、

必要に応じて公共施設等で開設

その他

3-3）自治体の子どもの権利擁護機関での、子どもに対する広報等の方法 （n=31／複数回答）

選択肢 ％

1
2
3
4
5 その他

（その他：全学校小学3年生に市役所見学時に説明・中学2年生の職場体験受け入れ、事務局職員が学校等への出張講座等の際に広報している、

小中学校での校内放送、子どもの権利条例制定時に普及用リーフレットを作成し、小学生（4～6年）・中学生・高校生に配布、

子ども向けの広報媒体を作成し、学校等で不定期に配布、条例の主旨や相談窓口が記されたポスター、チラシを作成し、学校等に掲示、防災無線）

子ども向けの広報媒体を作成して学校等で定期的に配布している。

自治体数

25
10
20

機関の委員やスタッフが学校等を訪問して子どもたちに広報活動を行っている。

児童館や青少年センター等の公共施設で掲示したり配布物を置いたりしている。

機関のホームページを子どもが見てもわかるように工夫して情報発信している。 16
9

子ども向けの広報媒体を作成して

学校等で定期的に配布している

機関の委員やスタッフが学校等を訪問して子どもたちに

広報活動を行っている

児童館や青少年センター等の公共施設で掲示したり

配布物を置いたりしている

機関のホームページを子どもが見てもわかるように

工夫して情報発信している

その他

3-4）自治体の子どもの権利擁護機関の会議について （n=31)

　選択肢 ％

19.4%

41.9%

19.4%

19.4%

附属機関として原則公開の会議のみを開催

原則非公開の会議のみ開催

上記二種の会議を併用して開催

未回答

自治体数
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附属機関として原則公開の会議のみを開催

原則非公開の会議のみ開催

上記二種の会議を併用して開催

未回答

3-4)附属機関としての合議を行うための、会議の開催頻度（年間）

選択肢 ％

　　１回 33.3%
　　２～５回 16.7%
　　６～10回 25.0%

11回～ 25.0%

3-4)子どもの権利擁護機関として、対応が必要な案件等につい て検討し合うための、原則非公開の

ケース会議等の開催頻度（１月あたり）

選択肢 ％

　　１回未満 21.1%
　　１回 5.3%
　　２回以上 68.4%
　　未回答 5.3%

3-5)子どもの権利擁護機関の１年間の予算総額（２０１７年度） （n=28）

％

注： 総額平均　　8,119,742円　　（内人件費　6,941,599円）

4
2
3
3

自治体数

自治体数

4
1

～500,000

500,001～1,000,000

　予算総額　 自治体数

1
13

1,000,0001～3,000,0000

3,000,0001～

3
3

8
1
4
5
4

1,000001～3,000,000

3,000001～6,000,000

6,000001～1,000,0000

４．機関の活動状況について

4-1）2016年度の年間相談受付件数 （n=31)

％ 　実案件数　 ％

0件 22.6% 　　　0件 25.8%
1件～50件未満 16.1% 　　　1件～50件未満 19.4%
50～100件未満 3.2% 　　　50～100件未満 12.9%
100～500件未満 29.0% 　　　100～500件未満 29.0%
500～1000件未満 16.1% 　　　500～1000件未満 3.2%
1000件～ 9.7% 　　　1000件～ 0.0%
不明 3.2% 　　　不明 9.7%

　＊２自治体は延べ件数のみ回答し、実案件数は不明。

7
5

　延べ件数　 自治体数

0
3

自治体数

8
6
4
9
1

1
9
5
3
1
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附属機関として原則公開の会議のみを開催

原則非公開の会議のみ開催

上記二種の会議を併用して開催

未回答

3-4)附属機関としての合議を行うための、会議の開催頻度（年間）

選択肢 ％

　　１回 33.3%
　　２～５回 16.7%
　　６～10回 25.0%

11回～ 25.0%

3-4)子どもの権利擁護機関として、対応が必要な案件等につい て検討し合うための、原則非公開の

ケース会議等の開催頻度（１月あたり）

選択肢 ％

　　１回未満 21.1%
　　１回 5.3%
　　２回以上 68.4%
　　未回答 5.3%

3-5)子どもの権利擁護機関の１年間の予算総額（２０１７年度） （n=28）

％

注： 総額平均　　8,119,742円　　（内人件費　6,941,599円）

4
2
3
3

自治体数

自治体数

4
1

～500,000

500,001～1,000,000

　予算総額　 自治体数

1
13

1,000,0001～3,000,0000

3,000,0001～

3
3

8
1
4
5
4

1,000001～3,000,000

3,000001～6,000,000

6,000001～1,000,0000

４．機関の活動状況について

4-1）2016年度の年間相談受付件数 （n=31)

％ 　実案件数　 ％

0件 22.6% 　　　0件 25.8%
1件～50件未満 16.1% 　　　1件～50件未満 19.4%
50～100件未満 3.2% 　　　50～100件未満 12.9%
100～500件未満 29.0% 　　　100～500件未満 29.0%
500～1000件未満 16.1% 　　　500～1000件未満 3.2%
1000件～ 9.7% 　　　1000件～ 0.0%
不明 3.2% 　　　不明 9.7%

　＊２自治体は延べ件数のみ回答し、実案件数は不明。

7
5

　延べ件数　 自治体数

0
3

自治体数

8
6
4
9
1

1
9
5
3
1

4-2）2016年度の相談（延べ件数）の中で子どもからの相談が占める割合

％

32.3%
19.4%
16.1%
16.1%
12.9%
0.0%
3.2%

1～25%

26～50%

76～99%

未回答

0

6
5

51～75% 5

1

4

　子どもが占める割合 自治体数

10

4-3）2016年度の「子どもからの相談」の主訴として多いもの  (n=31／複数回答）

選択肢 ％

1 不登校

2 学校園所での子ども同士の関係

3 学校園所や教員・職員との関係

4 家族関係の悩み

5 地域社会の苦情や不満

6 行政への苦情や不満

7 進路問題

8 経済問題

9 福祉サービスの利用

10 その他

（その他：心身の悩み(4)、思春期問題(2)、性に関する悩み、いじめ、話し相手、自分のこと）

自治体数

8
9
0
0
6
0
0

10

7
15

不登校

学校園所での子ども同士の関係

学校園所や教員・職員との関係

家族関係の悩み

地域社会の苦情や不満

行政への苦情や不満

進路問題

経済問題

福祉サービスの利用

その他

4-4）2016年度の「おとなからの相談（保護者から＋その他のおとなから）」の主訴として多いもの 　（n=31／複数回答）

選択肢 ％

1 不登校

2 学校園所での子ども同士の関係

3 学校園所や教員・職員との関係

4 家族関係や子育ての悩み

5 地域社会の苦情や不満

6 行政への苦情や不満

7 進路問題

8 経済問題

9 福祉サービスの利用

10 その他

（その他：いじめ(2)、学校等の対応、心身の悩み、思春期問題）

14
0
0

自治体数

14
10

2
1
0
5

13
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不登校

学校園所での子ども同士の関係

学校園所や教員・職員との関係

家族関係や子育ての悩み

地域社会の苦情や不満

行政への苦情や不満

進路問題

経済問題

福祉サービスの利用

その他

1
2
3
4
5
6
7
8
9 5

13
0
4

11
11

26
27
19
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不登校

学校園所での子ども同士の関係

学校園所や教員・職員との関係

家族関係や子育ての悩み

地域社会の苦情や不満

行政への苦情や不満

進路問題

経済問題

福祉サービスの利用

その他

1
2
3
4
5
6
7
8
9 5

13
0
4

11
11

26
27
19

4-6)2016年度の調整活動の件数 　(n=31)

　　延べ件数 ％ 　　実案件数 ％

   ０件 　　０件

  １～50件未満 　　１～50件未満

  50件～100件未満 　　50件～100件未満

  100件～500件未満 　　100件～500件未満

  500件～ 　　500件～

  不明 ・ 未回答 　　不明 ・ 未回答

4-7）子どもの権利擁護機関設置からの年数 （n=31)

％

6.5%
25.8%
12.9%
12.9%
16.1%
19.4%
6.5%

　（平均）　7.1年

4-7）子どもの権利擁護機関設置後現在までに実施した調査活動（申立てまたは自己発意により条例上の権限を

行使する活動）の延べ案件数と実案件数（現在までに扱った案件数）   　　(n=31)

　　延べ件数 ％ 　　実案件数 ％

   ０件 　　０件

  １～50件未満 　　１～50件未満
  50件～100件未満 　　50件～100件未満
  100件～500件未満 　　100件～500件未満
  500件～ 　　500件～
  不明 ・ 未回答 　　不明・未回答

4-8）自治体の子どもの権利擁護機関は、要対協（要保護児童対策地域協議会）とは、どのような関係にあるか (n=31／複数回答)

選択肢 ％

1 要対協の構成員として参加している。

2 要対協から求めがあれば参加する。

3 公的第三者機関の独立性の観点から、原則として要対協には参加しない。

4 協議には参加しないが、案件をめぐる調整的なかかわりを持つことはある。

5 その他

（その他：要対協の所掌事項に関する相談・申立てがあると速やかに通知、調整機関、特に参加はないが教育委員会職員の立場としては参加する、

参加したことはない）

自治体数

10

自治体数

5
5
8
4

　15年以上

8
4
4

　０～２年

　２年以上～４年未満

　４年以上～６年未満

　６年以上～８年未満

　８年以上～10年未満

　10年以上～15年未満

2 0
6 5

0 1
2 2

自治体数

自治体数

2

13 15

　年数

5
6
2

自治体数 自治体数

8 8

要対協の構成員として参加している

要対協から求めがあれば参加する

公的第三者機関の独立性の観点から、

原則として要対協には参加しない

協議には参加しないが、案件をめぐる

調整的なかかわりを持つことはある

その他
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4-9）自治体の子どもの権利擁護機関は、家児相（家庭児童相談室）とは、どのような関係にあるか （n=31／複数回答）

選択肢 ％

1 相談や苦情、申立て等を受けて、家児相を対象に対応（調整・調査・勧告等）を行ったことがある。

2 普段から共同でケース会議を持つなど緊密に連携してケース対応している。

3 共同でケース会議を持つなどはしないが必要に応じて相互に連絡調整等を図る。

4 先方は行政機関としての守秘義務等もあり、当方との連携はあまり求めてこない。

5 公的第三者機関の独立性の観点から、当方から積極的に関係をもつことはしない。

6 その他

（その他：必要に応じ情報収集等、虐待案件の通報義務から情報提供を行う、ケースの状況や必要性に応じて連携してケース対応を行っている、兼務、

家児相担当は別な部署が担っている）

2
2

自治体数

6
3

18

5

相談や苦情、申立て等を受けて、家児相を対象に

対応（調整・調査・勧告等）を行ったことがある

普段から共同でケース会議を持つなど緊密に連携して

ケース対応している

共同でケース会議を持つなどはしないが

必要に応じて相互に連絡調整等を図る

先方は行政機関としての守秘義務等もあり、

当方との連携はあまり求めてこない

公的第三者機関の独立性の観点から、当方から

積極的に関係をもつことはしない

その他

4-10）自治体の子どもの権利擁護機関は、児童相談所とは、どのような関係にあるか  (n=31／複数回答）

選択肢 自治体数 ％

1 相談や苦情、申立て等を受けて、児童相談所を対象に対応（調整・調査・勧告等）を行ったことがある。 5
2 普段から共同でケース会議を持つなど緊密に連携してケース対応している。 3
3 共同でケース会議を持つなどはしないが必要に応じて相互に連絡調整等を図る。 17
4 先方は行政機関としての守秘義務等もあり、当方との連携はあまり求めてこない。 4
5 公的第三者機関の独立性の観点から、当方から積極的に関係をもつことはしない。 3
6 その他 4

（その他：本委員会は知事の諮問機関となっている、児童相談所と家児相の連携があり、直接的に関わることは少ない、ケースの状況や必要性に応じて

 連携してケース対応を行っている、児童相談所は別な部署が担っているが必要に応じて会議に参加）

相談や苦情、申立て等を受けて、児童相談所を対象に

対応（調整・調査・勧告等）を行ったことがある

普段から共同でケース会議を持つなど緊密に連携して

ケース対応している

共同でケース会議を持つなどはしないが必要に応じて

相互に連絡調整等を図る

先方は行政機関としての守秘義務等もあり、当方との連携は

あまり求めてこない

公的第三者機関の独立性の観点から、当方から積極的に

関係をもつことはしない

その他
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4-9）自治体の子どもの権利擁護機関は、家児相（家庭児童相談室）とは、どのような関係にあるか （n=31／複数回答）

選択肢 ％

1 相談や苦情、申立て等を受けて、家児相を対象に対応（調整・調査・勧告等）を行ったことがある。

2 普段から共同でケース会議を持つなど緊密に連携してケース対応している。

3 共同でケース会議を持つなどはしないが必要に応じて相互に連絡調整等を図る。

4 先方は行政機関としての守秘義務等もあり、当方との連携はあまり求めてこない。

5 公的第三者機関の独立性の観点から、当方から積極的に関係をもつことはしない。

6 その他

（その他：必要に応じ情報収集等、虐待案件の通報義務から情報提供を行う、ケースの状況や必要性に応じて連携してケース対応を行っている、兼務、

家児相担当は別な部署が担っている）

2
2

自治体数

6
3

18

5

相談や苦情、申立て等を受けて、家児相を対象に

対応（調整・調査・勧告等）を行ったことがある

普段から共同でケース会議を持つなど緊密に連携して

ケース対応している

共同でケース会議を持つなどはしないが

必要に応じて相互に連絡調整等を図る

先方は行政機関としての守秘義務等もあり、

当方との連携はあまり求めてこない

公的第三者機関の独立性の観点から、当方から

積極的に関係をもつことはしない

その他

4-10）自治体の子どもの権利擁護機関は、児童相談所とは、どのような関係にあるか  (n=31／複数回答）

選択肢 自治体数 ％

1 相談や苦情、申立て等を受けて、児童相談所を対象に対応（調整・調査・勧告等）を行ったことがある。 5
2 普段から共同でケース会議を持つなど緊密に連携してケース対応している。 3
3 共同でケース会議を持つなどはしないが必要に応じて相互に連絡調整等を図る。 17
4 先方は行政機関としての守秘義務等もあり、当方との連携はあまり求めてこない。 4
5 公的第三者機関の独立性の観点から、当方から積極的に関係をもつことはしない。 3
6 その他 4

（その他：本委員会は知事の諮問機関となっている、児童相談所と家児相の連携があり、直接的に関わることは少ない、ケースの状況や必要性に応じて

 連携してケース対応を行っている、児童相談所は別な部署が担っているが必要に応じて会議に参加）

相談や苦情、申立て等を受けて、児童相談所を対象に

対応（調整・調査・勧告等）を行ったことがある

普段から共同でケース会議を持つなど緊密に連携して

ケース対応している

共同でケース会議を持つなどはしないが必要に応じて

相互に連絡調整等を図る

先方は行政機関としての守秘義務等もあり、当方との連携は

あまり求めてこない

公的第三者機関の独立性の観点から、当方から積極的に

関係をもつことはしない

その他

4-11）自治体の子どもの権利擁護機関は、都道府県児童福祉審議会と連携を行っているか

選択肢 ％

ある 0.0%
ない 100.0%

4-12）自治体の子どもの権利擁護機関は、いじめ防止対策推進法に基づいて自治体が設置する

附属機関（いじめ問題の重大事態に際して調査等を担うとされる第三者委員会等で、教育委員会が

設置するものと市長が設置するものとがある）とどのような関係にあるか （n=31／複数回答）

選択肢 ％

1 本機関はいじめ防止対策推進法に基づく当該附属機関を兼ねている。 12.9%
2 当該附属機関は、本機関とは完全に別組織として設置されている。 71.0%
3 当該附属機関は、本自治体では未設置であるが、本機関が兼ねるものではない。 9.7%
4 その他 12.9%

（その他：再調査を行う、いじめ問題の再調査（法第28条第1項）を行う委員会の委員に救済委員を充てる、別組織として設置されているが擁護委員が

構成員となっている、いじめ防止対策推進法第30条2項の市長からの再調査機関として位置付けしている）

4-13）自治体の子どもの権利擁護機関では、広報活動や相談対応等を含む活動の中で、子どもの意見表明・

参加の権利を積極的に尊重するために、特に配慮していること

選択肢 ％

1 広報活動に子どもの協力を求めたり相談方法等で子どもの意見を聴いたりする。 29.0%
2 外国籍の子どもも相談できるように日本語以外の言語の利用など配慮をしている。 0.0%
3 低年齢児も相談できるように必要な配慮を工夫している。 38.7%
4 その他 32.3%

（その他：面談の際には保護者同席のほか原則として子どもだけの面談を行っている、おたより・フリーダイヤル等、アンケートを実施、

　子どもの権利侵害チェックシートを作成し配布、子どもの権利救済委員会のチラシおよびカードの配布（配布物の中でフリガナを付けたり配慮している）、

　子ども向け紙媒体等を活用し子ども条例の周知を図り相談しやすい環境づくりに努めている、特になし(2)）

10

自治体数

自治体数

0
31

4
22
3
4

自治体数

9
0

12

本機関はいじめ防止対策推進法に基づく

当該附属機関を兼ねている

当該附属機関は、本機関とは完全に

別組織として設置されている

当該附属機関は、本自治体では未設置であるが、

本機関が兼ねるものではない

その他

広報活動に子どもの協力を求めたり

相談方法等で子どもの意見を聴いたりする

外国籍の子どもも相談できるように

日本語以外の言語の利用など配慮をしている

低年齢児も相談できるように

必要な配慮を工夫している

その他
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4-14）自治体の子どもの権利擁護機関における、障害のある子どもからの相談について

選択肢 ％

1 障害のある子ども本人からの相談が過去３ヵ年間にあった。 22.6%
2 障害のある子どもを対象とした広報活動を特に工夫して行っている。 0.0%
3 障害のある子どもの相談対応等において合理的配慮を提供している。 32.3%
4 その他 19.4%

（その他：専門相談機関を紹介している、発達相談センターで対応、特に配慮等はしていない、特になし）

4-15）社会的養護の措置児童（施設や里親委託されている子ども）からの相談について 　(n=31）

選択肢 ％

1 社会的養護の措置児童本人からの相談が過去３ヵ年間にあった。 9.7%
2 社会的養護の措置児童を対象とする広報活動を特に工夫して行っている。 3.2%
3 社会的養護の措置児童の相談対応等において必要な配慮を行っている。 22.6%
4 その他 22.6%

（その他：他の児童と同様に適正に対応している、課として相談窓口等を案内している、特に行っていないが相談があれば対応していく、特になし（2））

1
7
7

自治体数

7
0

10
6

自治体数

3

障害のある子ども本人からの相談が

過去３ヵ年間にあった

障害のある子どもを対象とした広報活動を

特に工夫して行っている

障害のある子どもの相談対応等において

合理的配慮を提供している

その他

社会的養護の措置児童本人からの相談が

過去３ヵ年間にあった

社会的養護の措置児童を対象とする広報活動を

特に工夫して行っている

社会的養護の措置児童の相談対応等において

必要な配慮を行っている

その他
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4-14）自治体の子どもの権利擁護機関における、障害のある子どもからの相談について

選択肢 ％

1 障害のある子ども本人からの相談が過去３ヵ年間にあった。 22.6%
2 障害のある子どもを対象とした広報活動を特に工夫して行っている。 0.0%
3 障害のある子どもの相談対応等において合理的配慮を提供している。 32.3%
4 その他 19.4%

（その他：専門相談機関を紹介している、発達相談センターで対応、特に配慮等はしていない、特になし）

4-15）社会的養護の措置児童（施設や里親委託されている子ども）からの相談について 　(n=31）

選択肢 ％

1 社会的養護の措置児童本人からの相談が過去３ヵ年間にあった。 9.7%
2 社会的養護の措置児童を対象とする広報活動を特に工夫して行っている。 3.2%
3 社会的養護の措置児童の相談対応等において必要な配慮を行っている。 22.6%
4 その他 22.6%

（その他：他の児童と同様に適正に対応している、課として相談窓口等を案内している、特に行っていないが相談があれば対応していく、特になし（2））

1
7
7

自治体数

7
0

10
6

自治体数

3

障害のある子ども本人からの相談が

過去３ヵ年間にあった

障害のある子どもを対象とした広報活動を

特に工夫して行っている

障害のある子どもの相談対応等において

合理的配慮を提供している

その他

社会的養護の措置児童本人からの相談が

過去３ヵ年間にあった

社会的養護の措置児童を対象とする広報活動を

特に工夫して行っている

社会的養護の措置児童の相談対応等において

必要な配慮を行っている

その他

4-16）自治体の子どもの権利擁護機関の自治体内での認知状況について、これまでに調査等を

実施したことがあるか

選択肢 ％

ある 54.8%
ない 45.2%

4-16）認知状況調査の結果概要

調査年

H27・H20

H28・H29

市

市

市

分　類

特別区

町

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

都道府県

子ども（ひとり親）63.9％、子ども（一般）73.1％、おとな（ひとり親）57.6％

就学前児童保護者32.2％、就学児童保護者53.7％、
小学5年生66.2％、中学2年生50.3％、高校2年生33.1％

中学生53.4％

小2：32.3％、小5：65.7％、中2：70.6％、
小2・小5・中2の保護者：80.0％、教員・保育士等：84.7％、市職員：64.1％

子どもの認知率77.1％、おとなの認知率38.8％

子ども21.5％

（16歳以上対象）53.2％
（名称も内容もよく知っている、名称も内容も多少知っている、名称だけは聞いたことがある）

63.0％

子ども（小学生）8％、子ども（中学生）9％、大人5％

子ども：97.3％、おとな：調査なし

自治体数

17
14

内　　容

調査中

小学5年生：知っている79％、中学2年生：知っている69％
就学前保護者：認知度49.5％、小学校保護者：認知度83.9％

子ども19.3％、おとな17.9％

子ども22.0％、おとな26.7％

小学校低学年：16.2％、小学校高学年：22.8％、中学生：21.7％、高校生：20.0％
小学生保護者：6.0%、中学生保護者：4.6%、一般市民：3.3%

子ども15.7％、おとなへの設問なし

（H28）子ども：5％、大人：8％／（H29）子ども：13％、大人：21％

ある

ない
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５．機関の積極的な特徴や特質

5-1）自治体の子どもの権利擁護機関の積極的な特徴や特質について  (n=31／複数回答)

選択肢 ％

1 一般行政権からの一定の独立性

2 子どもの権利擁護機関としての第三者性

3 子どもの訴え等を直接聴いて受け止める専門性

4 専ら子どもの最善の利益を図ることを目的とする固有性

5 子どもの人権問題等に関する調整や調査等の簡易・迅速性

6 子どものＳＯＳを受け止めてその子どもの救済にあたる機能等

7 子どもの権利の一般的な状況を監視（モニタリング）する機能等

8 子どもに関することでの保護者などおとな対象の相談や支援にあたる機能等

9 いじめや虐待などの問題に対する公平・中立な調査や調停等を行う役割等

10 自治体の教育委員会や学校、児童福祉機関・施設などを支援する役割等

11 自治体の子ども施策や制度に関する改善等を首長に提言する役割等

12 その他

（その他：男女平等にかかわる人権侵害も扱っていること）

2
11
1
1
3
1

自治体数

9
23
19
16
5

20

一般行政権からの一定の独立性

子どもの権利擁護機関としての第三者性

子どもの訴え等を直接聴いて受け止める専門性

専ら子どもの最善の利益を図ることを

目的とする固有性

子どもの人権問題等に関する

調整や調査等の簡易・迅速性

子どものＳＯＳを受け止めて

その子どもの救済にあたる機能等

子どもの権利の一般的な状況を

監視（モニタリング）する機能等

子どもに関することでの保護者などおとな対象の

相談や支援にあたる機能等

いじめや虐待などの問題に対する

公平・中立な調査や調停等を行う役割等

自治体の教育委員会や学校、

児童福祉機関・施設などを支援する役割等

自治体の子ども施策や制度に関する

改善等を首長に提言する役割等

その他
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５．機関の積極的な特徴や特質

5-1）自治体の子どもの権利擁護機関の積極的な特徴や特質について  (n=31／複数回答)

選択肢 ％

1 一般行政権からの一定の独立性

2 子どもの権利擁護機関としての第三者性

3 子どもの訴え等を直接聴いて受け止める専門性

4 専ら子どもの最善の利益を図ることを目的とする固有性

5 子どもの人権問題等に関する調整や調査等の簡易・迅速性

6 子どものＳＯＳを受け止めてその子どもの救済にあたる機能等

7 子どもの権利の一般的な状況を監視（モニタリング）する機能等

8 子どもに関することでの保護者などおとな対象の相談や支援にあたる機能等

9 いじめや虐待などの問題に対する公平・中立な調査や調停等を行う役割等

10 自治体の教育委員会や学校、児童福祉機関・施設などを支援する役割等

11 自治体の子ども施策や制度に関する改善等を首長に提言する役割等

12 その他

（その他：男女平等にかかわる人権侵害も扱っていること）

2
11
1
1
3
1

自治体数

9
23
19
16
5

20

一般行政権からの一定の独立性

子どもの権利擁護機関としての第三者性

子どもの訴え等を直接聴いて受け止める専門性

専ら子どもの最善の利益を図ることを

目的とする固有性

子どもの人権問題等に関する

調整や調査等の簡易・迅速性

子どものＳＯＳを受け止めて

その子どもの救済にあたる機能等

子どもの権利の一般的な状況を

監視（モニタリング）する機能等

子どもに関することでの保護者などおとな対象の

相談や支援にあたる機能等

いじめや虐待などの問題に対する

公平・中立な調査や調停等を行う役割等

自治体の教育委員会や学校、

児童福祉機関・施設などを支援する役割等

自治体の子ども施策や制度に関する

改善等を首長に提言する役割等

その他

⑤ 自治体が設置する権利擁護機関インタビュー調査報告書
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⑥ 都道府県児童福祉審議会アンケート調査票 

  

「都道府県児童福祉審議会を活用した子どもの権利擁護の仕組み」 

に関するアンケート調査票 
 
１）貴自治体の児童福祉審議会についてお聞かせください。                                   
 
1-1）児童福祉審議会の設置形式について、あてはまるものに○を付けてください。         
① 独立して児童福祉審議会を設けている 
② 社会福祉審議会の部会として設けている 
③ その他（                       ） 
 
1-2）児童福祉審議会（社会福祉審議会に設置した部会）のもとに、どのような専門部会を

設置していますか？ あてはまるもの全てに○を付けてください。 
① 里親審査に関する部会      ② 児童相談所（措置審査）に関する部会 
③ 被措置児童等虐待に関する部会  ④ 児童虐待死亡等事例検証に関する部会 
⑤ その他（                                ） 
⑥ 部会を設置していない 
 
1-3） 以下の児童福祉審議会の専門部会についてそれぞれ平成 28 年度の開催回数をご記

入ください。 

 

①  里親審査に関する部会（部会名             ）         回 

 
②  児童相談所（措置審査）に関する部会（部会名          ）      回 

 
③  被措置児童等虐待に関する部会（部会名            ）       回 

 
④  児童虐待死亡等事例検証に関する部会（部会名          ）     回   

 
⑤  その他の部会１（部会名               ）          回 

 （                     に関する部会） 
⑥  その他の部会２（部会名               ）          回 

 （                     に関する部会） 
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⑥ 都道府県児童福祉審議会アンケート調査票 

  

「都道府県児童福祉審議会を活用した子どもの権利擁護の仕組み」 

に関するアンケート調査票 
 
１）貴自治体の児童福祉審議会についてお聞かせください。                                   
 
1-1）児童福祉審議会の設置形式について、あてはまるものに○を付けてください。         
① 独立して児童福祉審議会を設けている 
② 社会福祉審議会の部会として設けている 
③ その他（                       ） 
 
1-2）児童福祉審議会（社会福祉審議会に設置した部会）のもとに、どのような専門部会を

設置していますか？ あてはまるもの全てに○を付けてください。 
① 里親審査に関する部会      ② 児童相談所（措置審査）に関する部会 
③ 被措置児童等虐待に関する部会  ④ 児童虐待死亡等事例検証に関する部会 
⑤ その他（                                ） 
⑥ 部会を設置していない 
 
1-3） 以下の児童福祉審議会の専門部会についてそれぞれ平成 28 年度の開催回数をご記

入ください。 

 

①  里親審査に関する部会（部会名             ）         回 

 
②  児童相談所（措置審査）に関する部会（部会名          ）      回 

 
③  被措置児童等虐待に関する部会（部会名            ）       回 

 
④  児童虐待死亡等事例検証に関する部会（部会名          ）     回   

 
⑤  その他の部会１（部会名               ）          回 

 （                     に関する部会） 
⑥  その他の部会２（部会名               ）          回 

 （                     に関する部会） 
 

 
 

1-4）最も高い開催頻度の専門部会は、どのように開催されていますか？ 
あてはまるものに○を付けてください。 

① 年間の予定日を決めている  ② ある程度開催頻度が決まっており、その都度、日

程調整をする 
③  不定期で開催している    ④ その他

（                   ） 

1-5)  事務局の体制についてお伺いします。（部会を担当する実人数をご回答ください。） 

1-5)-1  人数について   （        ）人 

1-5)-2  専門性について   

職員 職種 資格等 

１   

２   

３   

４   

５   

６   

７   

［8 人以上の場合は追記をお願いします。］ 
 
 

1-6）各部会について、審議の結果についてお伺いします。 

部会名 答申件数 意見具申件数 勧告件数 

①里親審査に関する部会    

②児童相談所（措置審査）に関する

部会 
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③被措置児童等虐待に関する部会    

④児童虐待死亡等事例検証に関す

る部会 

   

⑤その他の部会１    

⑥その他の部会２    

 

1-7）児童福祉審議会の運営に関して、何か困難さを感じておられますか？ 
   はい   いいえ  その他（                       ） 
 
1-8）1-7）で「はい」とお答えいただいた場合、どのようなことが困難ですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
２）児童福祉審議会に委嘱されている委員についてお聞かせ下さい。                          
2-1）現在委嘱している委員についてお聞かせください。職種については下記職種一覧から

該当する番号をすべて記入してください。 
 
職種一覧 
①弁護士、 ②小児科医、 ③精神科医、 ④その他の医師、⑤社会福祉を専門とする大学

教員、⑥心理学を専門とする大学教員、⑦教育学を専門とする大学教員、⑧その他を専

門とする大学教員、⑨社会福祉施設職員、⑩その他の福祉関係者、⑪教育関係者（大学

教員を除く）、⑫行政関係者、⑬心理職専門家（大学教員を除く）、⑭地域保健関係者、

⑮民生児童委員・主任児童委員、 ⑯マスコミ関係⑰その他（具体的な職

種                        ） 
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③被措置児童等虐待に関する部会    

④児童虐待死亡等事例検証に関す

る部会 

   

⑤その他の部会１    

⑥その他の部会２    

 

1-7）児童福祉審議会の運営に関して、何か困難さを感じておられますか？ 
   はい   いいえ  その他（                       ） 
 
1-8）1-7）で「はい」とお答えいただいた場合、どのようなことが困難ですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
２）児童福祉審議会に委嘱されている委員についてお聞かせ下さい。                          
2-1）現在委嘱している委員についてお聞かせください。職種については下記職種一覧から

該当する番号をすべて記入してください。 
 
職種一覧 
①弁護士、 ②小児科医、 ③精神科医、 ④その他の医師、⑤社会福祉を専門とする大学

教員、⑥心理学を専門とする大学教員、⑦教育学を専門とする大学教員、⑧その他を専

門とする大学教員、⑨社会福祉施設職員、⑩その他の福祉関係者、⑪教育関係者（大学

教員を除く）、⑫行政関係者、⑬心理職専門家（大学教員を除く）、⑭地域保健関係者、

⑮民生児童委員・主任児童委員、 ⑯マスコミ関係⑰その他（具体的な職

種                        ） 
 

 
 

部会名 委員数 職種 

①里親審査に関する部会   

②児童相談所（措置審査）に関する

部会 

  

③被措置児童等虐待に関する部会   

④児童虐待死亡等事例検証に関する

部会 

  

⑤その他の部会１   

⑥その他の部会２   

 
2-2）委員の選出方法について、あてはまるもの全てに○を付けてください。 
 
① 公募   ② 学識経験者による推薦・紹介   ③ 前任委員による推薦・紹介  
④  関係団体による推薦・紹介  ⑤ 庁内職責による選出 
⑥ その他（                ） 
2-3)委員の選出について、困難な点はありますか？あてはまるものに○を付けてください。 
 

はい    いいえ    その他（                     ） 
 

2-4）困難な点があるとお答えいただいた場合、どのようなことが困難ですか？ 
 
 
 
 
 
 
2-5）平成 28 年の児童福祉法改正により委員の要件について、「権限に属する事項に関し公



224

 
 

正な判断をすることができる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業

に従事する者及び学識経験のある者」のうちから任命するとされましたが、法改正後に改

めての選任をされましたか？ あてはまるものに○を付けてください。 
 

はい    いいえ    その他（                     ） 
 
３）児童養護施設等の社会的養護の子どもたち及びその家族の意見を聴くための方法につ

いてお聞かせ下さい。ここで対象とするのは、家族と離れて暮らしており、現に生活

する場所が里親家庭または児童福祉法第７条に定める児童福祉施設等、及び児童相談

所一時保護所、一時保護委託場所、自立援助ホーム、ファミリーホームの子どもたち

及びその家族です。   
 
3-1）社会的養護を利用している子どもたちに、児童福祉審議会に申し立てできることを知

らせていますか？また子どもたちから児童福祉審議会に意見を申し立てる方策をもつてお

られますか？ それぞれあてはまるものに○を付けてください。 
 

3-1)-1 社会的養護施設等入所児童 
1..はい     2. いいえ     3. その他（                 ） 

 
3-1)-2  里親委託児童 

1. はい     2. いいえ     3. その他（                 ） 
 
3-1)-3  児童相談所による一時保護児童 
1. はい    2. いいえ     3. その他（                 ） 
 

3-2）子どもたちから児童福祉審議会に意見を申し立てる方策をもつておられますか？ そ

れぞれあてはまるものに○を付けてください。 
 

3-2)-1 社会的養護施設等入所児童 
 はい      いいえ     その他（                 ） 

 
3-2)-2 里親委託児童 
  はい      いいえ     その他（                 ） 
 
3-2)-3 児童相談所による一時保護児童 
  はい      いいえ     その他（                 ） 
 

3-3）3-2）で子どもたちが児童福祉審議会に意見を申し立てる方策があるとお答えいただい
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正な判断をすることができる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業

に従事する者及び学識経験のある者」のうちから任命するとされましたが、法改正後に改

めての選任をされましたか？ あてはまるものに○を付けてください。 
 

はい    いいえ    その他（                     ） 
 
３）児童養護施設等の社会的養護の子どもたち及びその家族の意見を聴くための方法につ

いてお聞かせ下さい。ここで対象とするのは、家族と離れて暮らしており、現に生活

する場所が里親家庭または児童福祉法第７条に定める児童福祉施設等、及び児童相談

所一時保護所、一時保護委託場所、自立援助ホーム、ファミリーホームの子どもたち

及びその家族です。   
 
3-1）社会的養護を利用している子どもたちに、児童福祉審議会に申し立てできることを知

らせていますか？また子どもたちから児童福祉審議会に意見を申し立てる方策をもつてお

られますか？ それぞれあてはまるものに○を付けてください。 
 

3-1)-1 社会的養護施設等入所児童 
1..はい     2. いいえ     3. その他（                 ） 

 
3-1)-2  里親委託児童 

1. はい     2. いいえ     3. その他（                 ） 
 
3-1)-3  児童相談所による一時保護児童 
1. はい    2. いいえ     3. その他（                 ） 
 

3-2）子どもたちから児童福祉審議会に意見を申し立てる方策をもつておられますか？ そ

れぞれあてはまるものに○を付けてください。 
 

3-2)-1 社会的養護施設等入所児童 
 はい      いいえ     その他（                 ） 

 
3-2)-2 里親委託児童 
  はい      いいえ     その他（                 ） 
 
3-2)-3 児童相談所による一時保護児童 
  はい      いいえ     その他（                 ） 
 

3-3）3-2）で子どもたちが児童福祉審議会に意見を申し立てる方策があるとお答えいただい

 
 

た場合、それは、どのような方法でしょうか？ あてはまるもの全てに○を付けてくださ

い。 
 
① 施設や里親などの子どもたちに「はがき」を配布している  
② 対応できる電話番号を伝えている  
③ 子どもの権利ノートに相談できる窓口を記載している。 
④ 児童福祉審議会の委員が定期的に施設や里親家庭を訪問している  
⑤ 児童福祉審議会の事務局担当者が定期的に施設や里親家庭を訪問している 
⑥ その他（                                  ） 
 
3-4） 3-3）で②の対応できる電話番号を伝えているとお答えいただいた場合、それはどの

ような電話番号でしょうか？ あてはまるものに○を付けてください。 
 
① 児童相談所  ② 児童福祉審議会の行政担当事務局  ③ 児童福祉審議会の専用

電話 
④ その他（                                  ） 
 
3-5） 3-3）で④または⑤の定期的に訪問しているとお答えいただいた場合、訪問頻度をお

知らせください。 
 

（頻度                       ） 
3-6） 3-2）で子どもから児童福祉審議会に意見を申し立てる方策がないとお答えいただい

た場合、それはなぜでしょうか？ あてはまるものに○を付けてください。 
 
① 必要性がない  ② 他のシステムで対応できている  ③ 必要と感じるが今後の

課題である 
④ その他（                                  ） 
 
3-7） 3-6)で②の他のシステムで対応できているとお答えいただいた場合、それはどのよ

うなシステムでしょうか？ あてはまるものに○を付けてください。 
 
① 社会福祉協議会・運営適正化委員会の福祉サービス苦情解決の仕組み  
② 各施設の苦情対応の第三者委員が適切に対応している  
③ 児童相談所による施設の定期的訪問 
④ 都道府県による監査指導 
⑤その他（                                   ） 
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3-8） 3-6)で③今後の課題であるとお答えいただいた場合、何が課題であるとお考えでし

ょうか。 
 
 
 
 
 
3-9)  平成 28 年度に児童福祉審議会に子どもたちからの連絡や相談はありましたか（被措

置児童等虐待の届出を含まない）？ あてはまるものに○を付けてください。 
 

はい   いいえ   その他（             ） 
 
3-10）3-9）で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、それは何件ありましたか。 
 

（        ）件 
 

3-11）3-9）で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どのような経路で連絡や相談

がありましたか。 
① はがき（    件）  ② 電話 （    件）  ③ メール（    件） 
④ SNS （    件）  ⑤ 事務局への連絡（    件） 
⑥ 児童福祉審議会委員の訪問時に（    件） 
⑦ 児童福祉審議会事務局担当者の訪問時に（    件）  ⑧その他（    件） 
3-12）3-9）で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どこが受け付けましたか？ 
あてはまるものに○を付けてください。 
 
① 児童福祉審議会委員  ② 児童相談所職員  ③ 本庁の担当職員  
④ 外部への委託（委託先：                            ） 
⑤その他（                                   ） 
 
3-13) 社会的養護の子どもたちの家族について、児童福祉審議会に申し立てできることを知

らせていますか？ 
はい    いいえ   その他（                   ） 
 

3-14) 家族から児童福祉審議会に意見を申し立てる方策をもつておられますか？ 
 はい    いいえ   その他（                   ） 
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3-8） 3-6)で③今後の課題であるとお答えいただいた場合、何が課題であるとお考えでし

ょうか。 
 
 
 
 
 
3-9)  平成 28 年度に児童福祉審議会に子どもたちからの連絡や相談はありましたか（被措

置児童等虐待の届出を含まない）？ あてはまるものに○を付けてください。 
 

はい   いいえ   その他（             ） 
 
3-10）3-9）で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、それは何件ありましたか。 
 

（        ）件 
 

3-11）3-9）で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どのような経路で連絡や相談

がありましたか。 
① はがき（    件）  ② 電話 （    件）  ③ メール（    件） 
④ SNS （    件）  ⑤ 事務局への連絡（    件） 
⑥ 児童福祉審議会委員の訪問時に（    件） 
⑦ 児童福祉審議会事務局担当者の訪問時に（    件）  ⑧その他（    件） 
3-12）3-9）で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どこが受け付けましたか？ 
あてはまるものに○を付けてください。 
 
① 児童福祉審議会委員  ② 児童相談所職員  ③ 本庁の担当職員  
④ 外部への委託（委託先：                            ） 
⑤その他（                                   ） 
 
3-13) 社会的養護の子どもたちの家族について、児童福祉審議会に申し立てできることを知

らせていますか？ 
はい    いいえ   その他（                   ） 
 

3-14) 家族から児童福祉審議会に意見を申し立てる方策をもつておられますか？ 
 はい    いいえ   その他（                   ） 
 

 
 

3-15)  3-14)で児童福祉審議会に意見を申し立てる方策があるとお答えいただいた場合、そ

れは、どのような方法でしょうか？ あてはまるもの全てに○を付けてください。 
 
① 家族に「はがき」を配布している  
② 対応できる電話番号を伝えている  
③ 措置書などの交付文書に児童福祉審議会に申し立てできる窓口を記載している。 
④ その他（                                  ） 
 
3-16)  平成 28 年度に児童福祉審議会に家族からの連絡や相談はありましたか（異議申し

立てや不服申し立て等は含まない）？ あてはまるものに○を付けてください。 
はい   いいえ   その他（             ） 
 

3-17)  3-16) で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、それは何件ありましたか。 
（        ）件 

 
3-18)  3-16) で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どのような経路で連絡や相

談がありましたか。 
① はがき（    件）  ② 電話 （    件）  ③ メール（    件） 
④ SNS （    件）  ⑤事務局への連絡（    件）   
⑥ 児童福祉審議会委員に直接（    件）  ⑦その他（    件） 
 
3-19)  3-16) で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どこが受け付けましたか？ 
あてはまるものに○を付けてください。 
 
① 児童福祉審議会委員  ② 児童相談所職員  ③ 本庁の担当職員  
④外部への委託（委託先：                             ） 
その他（                                    ） 
 
４）社会的養護の子どもたち及び家族の声に対して、具体的にどのように動いているかお

聞かせください。          
 
4-1）児童福祉審議会への子どもたちからの連絡・相談（被措置児童等虐待の届出を含まな

い）に対して調査をする仕組みがありますか？ 
はい    いいえ   その他（                   ） 
 

4-2）4-1）で子どもたちからの要請に基づいて、即時に施設や里親家庭・一時保護所等を訪
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問支援する方策をもつておられますか？ あてはまるものに○を付けてください。 
   はい     いいえ     その他（                 ） 
 
4-3）4-2）で即時に訪問する方策があるとお答えいただいた場合、誰が訪問していますか？ 

あてはまるものに○を付けてください。 
 
① 児童福祉審議会委員  ② 児童相談所職員  ③ 本庁の担当職員  
④ 外部への委託（委託先：                           ） 
⑤ その他（                                  ） 
 
4-4）4-1）で調査をする仕組みがあるとお答えいただいた場合、平成 28 年度に何件程度、

調査をしましたか？ 
（                 ）件程度 
 
4-5)  児童福祉審議会への家族からの連絡・相談（異議申し立て、不服申し立てを含まな

い）に対して調査をする仕組みがありますか？ 
はい    いいえ   その他（                   ） 

 
4-6)  家族からの要請に基づいて、即時に施設や里親家庭・一時保護所等を訪問支援する

方策をもつておられますか？ あてはまるものに○を付けてください。 
   はい     いいえ     その他（                 ） 
 
4-7) 4-6)で即時に訪問する方策があるとお答えいただいた場合、誰が訪問していますか？ 

あてはまるものに○を付けてください。 
① 児童福祉審議会委員  ② 児童相談所職員  ③ 本庁の担当職員  
④ 外部への委託（委託先：                           ） 
⑤ その他（                                 ） 
 
4-8)  4-5)で調査をする仕組みがあるとお答えいただいた場合、平成 28 年度に何件程度、

調査をしましたか？ 
（                 ）件程度 
 
５）障害のある子どもへの支援についてお聞かせください。 
                                 
5-1）平成 28 年度に児童福祉審議会に障害のある子どもたちからの連絡や相談はありまし

たか（被措置児童等虐待の届出を含まない）？ あてはまるものに○を付けてください。 
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問支援する方策をもつておられますか？ あてはまるものに○を付けてください。 
   はい     いいえ     その他（                 ） 
 
4-3）4-2）で即時に訪問する方策があるとお答えいただいた場合、誰が訪問していますか？ 

あてはまるものに○を付けてください。 
 
① 児童福祉審議会委員  ② 児童相談所職員  ③ 本庁の担当職員  
④ 外部への委託（委託先：                           ） 
⑤ その他（                                  ） 
 
4-4）4-1）で調査をする仕組みがあるとお答えいただいた場合、平成 28 年度に何件程度、

調査をしましたか？ 
（                 ）件程度 
 
4-5)  児童福祉審議会への家族からの連絡・相談（異議申し立て、不服申し立てを含まな

い）に対して調査をする仕組みがありますか？ 
はい    いいえ   その他（                   ） 

 
4-6)  家族からの要請に基づいて、即時に施設や里親家庭・一時保護所等を訪問支援する

方策をもつておられますか？ あてはまるものに○を付けてください。 
   はい     いいえ     その他（                 ） 
 
4-7) 4-6)で即時に訪問する方策があるとお答えいただいた場合、誰が訪問していますか？ 

あてはまるものに○を付けてください。 
① 児童福祉審議会委員  ② 児童相談所職員  ③ 本庁の担当職員  
④ 外部への委託（委託先：                           ） 
⑤ その他（                                 ） 
 
4-8)  4-5)で調査をする仕組みがあるとお答えいただいた場合、平成 28 年度に何件程度、

調査をしましたか？ 
（                 ）件程度 
 
５）障害のある子どもへの支援についてお聞かせください。 
                                 
5-1）平成 28 年度に児童福祉審議会に障害のある子どもたちからの連絡や相談はありまし

たか（被措置児童等虐待の届出を含まない）？ あてはまるものに○を付けてください。 

 
 

はい（       ）件   いいえ   その他（             ） 
 
5-2)  障害児への権利擁護に関する広報または相談対応において環境整備や合理的配慮を

行っていますか？ あてはまるものに〇をつけてください。 
   はい    いいえ    その他（         ） 
 
5-3）5-2)で「はい」とお答えいただいた場合、どのような環境整備や合理的配慮を行って

いますか。 
 
 
 
 
 
5-4）5-2)で「いいえ」とお答えいただいた場合、その理由はなぜでしょうか？ 
 
 
 
 
 
６）すべての子どもたちに関する意見表明や権利擁護の仕組みについてお伺いします。 
 
6-1）家族と離れて暮らしているかどうかにかかわらず、すべての子どもたちが意見表明を

したり、その権利を擁護する仕組みはありますか？ あてはまるものに〇を付けてくださ

い。 
   はい    いいえ   その他（           ） 
 
6-2）6-1)で仕組みがあるとお答えいただいた場合、どのような仕組みですか。 
  
 
 
 
6-3）今後すべての子どもたちの意見表明、権利擁護を考えた場合、どのような課題が考え

られるでしょうか？ 
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6-4）今後児童福祉審議会で子どもの意見表明や権利擁護を担う必要がある場合、どのよう

な課題が考えられるでしょうか？ 
 
 
 
 
 
７）都道府県（所管地域）内において子どもの権利擁護を担っている団体・機関等の把握

について         
 
7-1）管内における子どもの権利擁護を担っている団体・機関等を把握していますか？ 
   はい    いいえ   その他（           ） 
 
7-2）7-1）で把握しているとお答えいただいた場合、どのような方法で把握していますか？ 
あてはまるものに〇を付けてください。 
 
① 調査を行った  ② 届け出や連絡があれば把握している   
③ 具体的な相談や事例を通して把握している  ④ 個人的な情報把握  
⑤ その他（                    ） 
 
7-3）7-1）で把握しているとお答えいただいた場合、何らかの連携を行っていますか？ 
   はい    いいえ   その他（          ） 
 
7-4）7-3)で連携を行っているとお答えいただいた場合、具体的な連携内容についてご記入

ください。 
 
 
 
 
 
 
 
7-5）7-1）で把握しているとお答えいただいた場合、その団体、機関名をすべてご記入くだ

さい。 
 団体、機関名（                              ） 
 団体、機関名（                              ） 
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6-4）今後児童福祉審議会で子どもの意見表明や権利擁護を担う必要がある場合、どのよう

な課題が考えられるでしょうか？ 
 
 
 
 
 
７）都道府県（所管地域）内において子どもの権利擁護を担っている団体・機関等の把握

について         
 
7-1）管内における子どもの権利擁護を担っている団体・機関等を把握していますか？ 
   はい    いいえ   その他（           ） 
 
7-2）7-1）で把握しているとお答えいただいた場合、どのような方法で把握していますか？ 
あてはまるものに〇を付けてください。 
 
① 調査を行った  ② 届け出や連絡があれば把握している   
③ 具体的な相談や事例を通して把握している  ④ 個人的な情報把握  
⑤ その他（                    ） 
 
7-3）7-1）で把握しているとお答えいただいた場合、何らかの連携を行っていますか？ 
   はい    いいえ   その他（          ） 
 
7-4）7-3)で連携を行っているとお答えいただいた場合、具体的な連携内容についてご記入

ください。 
 
 
 
 
 
 
 
7-5）7-1）で把握しているとお答えいただいた場合、その団体、機関名をすべてご記入くだ

さい。 
 団体、機関名（                              ） 
 団体、機関名（                              ） 

 
 

 団体、機関名（                              ） 
 団体、機関名（                              ） 
 団体、機関名（                              ） 
 ＊記入欄が不足する場合、下記に追加してください。 
 
7-6）7-1）で把握していないとお答えいただいた場合、その理由はなぜでしょうか？ 
① 必要がない   ② 必要と考えるが今後の課題である 
③ その他（                                 ） 
 

まことにありがとうございました。 
最後に下の事項について、ご記入をお願いいたします。 

貴自治体名 都・道・府・県 市・区・町・村 

貴自治体人口 
（    ）年度現在 

人 

そのうちの子ども人口 

人 

本アンケート 

回答記入者* 

氏名 職名（肩書き） 

連絡先 

電話： 

FAX： 

E-mail： 

*回答記入者が複数名の場合は、代表者 1 名をご記入ください。ご回答いただきました内容について、電話

にてお問い合わせさせていただく場合もございますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

お願い：① 本年 11 月 30 日(木)までに、ご投函くださいますよう、お願いいた

します。 
② 児童福祉審議会及び専門部会について、設置についての要項、審議

に係る様式等がある場合は一部送付をお願いします。 
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⑦ 都道府県児童福祉審議会アンケート調査単純集計表 

 

 
 
 

１）貴自治体の児童福祉審議会についてお聞かせください。

1-1）児童福祉審議会の設置形式について

選択肢 度数 ％

1 独立して児童福祉審議会を設けている 11 17.2%
2 社会福祉審議会の部会として設けている 47 73.4%
3 その他 6 9.4%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

1-2）児童福祉審議会（社会福祉審議会に設置した部会）のもとに、どのような専門部会を設置していますか？

選択肢 度数

1 里親審査に関する部会 52
2 児童相談所（措置審査）に関する部会 52
3 被措置児童等虐待に関する部会 39
4 児童虐待死亡等事例検証に関する部会 40
5 その他 33
6 部会を設置していない 1

合計 217

「都道府県児童福祉審議会を活用した子どもの権利擁護の仕組み」に関するアンケート調査票
単純集計結果

52 

52 

39 

40 

33 

1 

0 10 20 30 40 50 60

里親審査に関する部会

児童相談所（措置審査）に関する部会

被措置児童等虐待に関する部会

児童虐待死亡等事例検証に関する部会

その他

部会を設置していない

独立して児童

福祉審議会を

設けている

17.2%

社会福祉審

議会の部会と

して設けている

73.4%

その他

9.4%

１）貴自治体の児童福祉審議会についてお聞かせください。

1-1）児童福祉審議会の設置形式について

選択肢 度数 ％

1 独立して児童福祉審議会を設けている 11 17.2%
2 社会福祉審議会の部会として設けている 47 73.4%
3 その他 6 9.4%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

1-2）児童福祉審議会（社会福祉審議会に設置した部会）のもとに、どのような専門部会を設置していますか？

選択肢 度数

1 里親審査に関する部会 52
2 児童相談所（措置審査）に関する部会 52
3 被措置児童等虐待に関する部会 39
4 児童虐待死亡等事例検証に関する部会 40
5 その他 33
6 部会を設置していない 1

合計 217

「都道府県児童福祉審議会を活用した子どもの権利擁護の仕組み」に関するアンケート調査票
単純集計結果

里親審査に関する部会

児童相談所（措置審査）に関する部会

被措置児童等虐待に関する部会

児童虐待死亡等事例検証に関する部会

その他

部会を設置していない

独立して児童

福祉審議会を

設けている

社会福祉審

議会の部会と

して設けている

その他
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⑦ 都道府県児童福祉審議会アンケート調査単純集計表 

 

 
 
 

１）貴自治体の児童福祉審議会についてお聞かせください。

1-1）児童福祉審議会の設置形式について

選択肢 度数 ％

1 独立して児童福祉審議会を設けている 11 17.2%
2 社会福祉審議会の部会として設けている 47 73.4%
3 その他 6 9.4%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

1-2）児童福祉審議会（社会福祉審議会に設置した部会）のもとに、どのような専門部会を設置していますか？

選択肢 度数

1 里親審査に関する部会 52
2 児童相談所（措置審査）に関する部会 52
3 被措置児童等虐待に関する部会 39
4 児童虐待死亡等事例検証に関する部会 40
5 その他 33
6 部会を設置していない 1

合計 217

「都道府県児童福祉審議会を活用した子どもの権利擁護の仕組み」に関するアンケート調査票
単純集計結果

52 

52 

39 

40 

33 

1 

0 10 20 30 40 50 60

里親審査に関する部会

児童相談所（措置審査）に関する部会

被措置児童等虐待に関する部会

児童虐待死亡等事例検証に関する部会

その他

部会を設置していない

独立して児童

福祉審議会を

設けている

17.2%

社会福祉審

議会の部会と

して設けている

73.4%

その他

9.4%

1-4）最も高い開催頻度の専門部会は、どのように開催されていますか？

選択肢 度数

1 年間の予定日を決めている 27
2 ある程度開催頻度が決まっており、その都度、日程調整をする 25
3 不定期で開催している 14
4 その他 1

合計 67

1-7）児童福祉審議会の運営に関して、何か困難さを感じておられますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 14 21.9%
2 いいえ 50 78.1%
3 その他 0 0.0%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

年間の予定日を決めている

ある程度開催頻度が決まっており、その都度、日程調

整をする

不定期で開催している

その他

はい

いいえ
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２）児童福祉審議会に委嘱されている委員について

2-1）現在委嘱している委員についてお聞かせください。

①里親審査に関する部会

選択肢 度数

1 31
2 27
3 14
4 4
5 28
6 13
7 10
8 9
9 44
10 36
11 15
12 8
13 3
14 4
15 27
16 4
17 20

合計 297

②児童相談所（措置審査）に関する部会

選択肢 度数

1 52
2 38
3 30
4 5
5 33
6 19
7 10
8 6
9 33
10 12
11 14
12 4
13 4
14 3
15 16
16 1
17 9

合計 289

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他
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２）児童福祉審議会に委嘱されている委員について

2-1）現在委嘱している委員についてお聞かせください。

①里親審査に関する部会

選択肢 度数

1 31
2 27
3 14
4 4
5 28
6 13
7 10
8 9
9 44
10 36
11 15
12 8
13 3
14 4
15 27
16 4
17 20

合計 297

②児童相談所（措置審査）に関する部会

選択肢 度数

1 52
2 38
3 30
4 5
5 33
6 19
7 10
8 6
9 33
10 12
11 14
12 4
13 4
14 3
15 16
16 1
17 9

合計 289

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

③被措置児童等虐待に関する部会

選択肢 度数

1 38
2 24
3 22
4 2
5 24
6 13
7 7
8 5
9 25
10 13
11 9
12 1
13 1
14 2
15 16
16 1
17 5

合計 208

④児童虐待死亡等事例検証に関する部会

選択肢 度数

1 41
2 29
3 23
4 6
5 28
6 12
7 6
8 6
9 23
10 11
11 7
12 6
13 4
14 3
15 16
16 1
17 8

合計 230

弁護士

小児科医

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

マスコミ関係者

その他

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他
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⑤その他の部会１

選択肢 度数

1 16
2 7
3 7
4 1
5 16
6 5
7 11
8 2
9 17
10 12
11 12
12 7
13 2
14 0
15 9
16 1
17 15

合計 140

⑥その他の部会２

選択肢 度数

1 9
2 6
3 3
4 2
5 7
6 1
7 5
8 2
9 6
10 9
11 7
12 4
13 1
14 1
15 4
16 0
17 5

合計 72

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

弁護士

小児科医

精神科医

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

弁護士

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

その他

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他
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⑤その他の部会１

選択肢 度数

1 16
2 7
3 7
4 1
5 16
6 5
7 11
8 2
9 17
10 12
11 12
12 7
13 2
14 0
15 9
16 1
17 15

合計 140

⑥その他の部会２

選択肢 度数

1 9
2 6
3 3
4 2
5 7
6 1
7 5
8 2
9 6
10 9
11 7
12 4
13 1
14 1
15 4
16 0
17 5

合計 72

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

弁護士

小児科医

精神科医

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

弁護士

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

その他

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

弁護士

小児科医

精神科医

その他の医師

社会福祉を専門とする大学教員

心理学を専門とする大学教員

教育学を専門とする大学教員

その他を専門とする大学教員

社会福祉施設職員

その他の福祉関係者

教育関係者（大学教員を除く）

行政関係者

心理職専門家（大学教員を除く）

地域保健関係者

民生児童委員・主任児童委員

マスコミ関係者

その他

2-2）委員の選出方法について

選択肢 度数

1 公募 13
2 学識経験者による推薦・紹介 29
3 前任委員による推薦・紹介 35
4 関係団体による推薦・紹介 60
5 庁内職責による選出 16
6 その他 3

合計 156

2-3)委員の選出について、困難な点はありますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 14 21.9%
2 いいえ 50 78.1%
3 その他 0 0.0%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

2-5）平成28年の児童福祉法改正により委員の要件について、「権限に属する事項に関し公正な判断をすることが

できる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者」のうちから

任命するとされましたが、法改正後に改めての選任をされましたか？

選択肢 度数 ％

1 はい 13 20.3%
2 いいえ 50 78.1%
3 その他 1 1.6%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

公募

学識経験者による推薦・紹介

前任委員による推薦・紹介

関係団体による推薦・紹介

庁内職責による選出

その他

はい

いいえ

はい

いいえ

その他
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３）児童養護施設等の社会的養護の子どもたち及びその家族の意見を聴くための方法についてお聞かせ下さい。

ここで対象とするのは、家族と離れて暮らしており、現に生活する場所が里親家庭または児童福祉法第７条に定める

児童福祉施設等、及び児童相談所一時保護所、一時保護委託場所、自立援助ホーム、ファミリーホームの

子どもたち及びその家族です。

3-1）社会的養護を利用している子どもたちに、児童福祉審議会に申し立てできることを知らせていますか？

また子どもたちから児童福祉審議会に意見を申し立てる方策を持っておられますか？

3-1)-1 社会的養護施設等入所児童

選択肢 度数 ％

1 はい 22 34.4%
2 いいえ 35 54.7%
3 その他 7 10.9%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

3-1)-2 里親委託児童

選択肢 度数 ％

1 はい 17 26.6%
2 いいえ 38 59.4%
3 その他 9 14.1%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

3-1)-3 児童相談所による一時保護児童

選択肢 度数 ％

1 はい 11 17.2%
2 いいえ 45 70.3%
3 その他 8 12.5%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

はい

いいえ

その他

はい

いいえ

その他

はい

いいえ

その他
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３）児童養護施設等の社会的養護の子どもたち及びその家族の意見を聴くための方法についてお聞かせ下さい。

ここで対象とするのは、家族と離れて暮らしており、現に生活する場所が里親家庭または児童福祉法第７条に定める

児童福祉施設等、及び児童相談所一時保護所、一時保護委託場所、自立援助ホーム、ファミリーホームの

子どもたち及びその家族です。

3-1）社会的養護を利用している子どもたちに、児童福祉審議会に申し立てできることを知らせていますか？

また子どもたちから児童福祉審議会に意見を申し立てる方策を持っておられますか？

3-1)-1 社会的養護施設等入所児童

選択肢 度数 ％

1 はい 22 34.4%
2 いいえ 35 54.7%
3 その他 7 10.9%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

3-1)-2 里親委託児童

選択肢 度数 ％

1 はい 17 26.6%
2 いいえ 38 59.4%
3 その他 9 14.1%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

3-1)-3 児童相談所による一時保護児童

選択肢 度数 ％

1 はい 11 17.2%
2 いいえ 45 70.3%
3 その他 8 12.5%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

はい

いいえ

その他

はい

いいえ

その他

はい

いいえ

その他

3-2）子どもたちから児童福祉審議会に意見を申し立てる方策を持っておられますか？

3-2)-1 社会的養護施設等入所児童

選択肢 度数 ％

1 はい 26 40.6%
2 いいえ 30 46.9%
3 その他 8 12.5%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

3-2)-2 里親委託児童

選択肢 度数 ％

1 はい 20 31.3%
2 いいえ 34 53.1%
3 その他 10 15.6%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

3-2)-3 児童相談所による一時保護児童

選択肢 度数 ％

1 はい 14 21.9%
2 いいえ 42 65.6%
3 その他 8 12.5%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

はい

いいえ

その他

はい

いいえ

その他

はい

いいえ

その他
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3-3）3-2）で子どもたちが児童福祉審議会に意見を申し立てる方策があるとお答えいただいた場合、

それは、どのような方法でしょうか？

選択肢 度数

1 施設や里親などの子どもたちに「はがき」を配布している 19
2 対応できる電話番号を伝えている 21
3 子どもの権利ノートに相談できる窓口を記載している。 30
4 児童福祉審議会の委員が定期的に施設や里親家庭を訪問している 0
5 児童福祉審議会の事務局担当者が定期的に施設や里親家庭を訪問している 2
6 その他 7

合計 79

3-4） 3-3）で②の対応できる電話番号を伝えているとお答えいただいた場合、それはどのような電話番号でしょうか？

選択肢 度数

1 児童相談所 18
2 児童福祉審議会の行政担当事務局 11
3 児童福祉審議会の専用電話 3
4 その他 4

合計 36

施設や里親などの子どもたちに「はがき」を

配布している

対応できる電話番号を伝えている

子どもの権利ノートに相談できる窓口を記

載している。

児童福祉審議会の委員が定期的に施設

や里親家庭を訪問している

児童福祉審議会の事務局担当者が定期

的に施設や里親家庭を訪問している

その他

児童相談所

児童福祉審議会の行政担当事務局

児童福祉審議会の専用電話

その他
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3-3）3-2）で子どもたちが児童福祉審議会に意見を申し立てる方策があるとお答えいただいた場合、

それは、どのような方法でしょうか？

選択肢 度数

1 施設や里親などの子どもたちに「はがき」を配布している 19
2 対応できる電話番号を伝えている 21
3 子どもの権利ノートに相談できる窓口を記載している。 30
4 児童福祉審議会の委員が定期的に施設や里親家庭を訪問している 0
5 児童福祉審議会の事務局担当者が定期的に施設や里親家庭を訪問している 2
6 その他 7

合計 79

3-4） 3-3）で②の対応できる電話番号を伝えているとお答えいただいた場合、それはどのような電話番号でしょうか？

選択肢 度数

1 児童相談所 18
2 児童福祉審議会の行政担当事務局 11
3 児童福祉審議会の専用電話 3
4 その他 4

合計 36

施設や里親などの子どもたちに「はがき」を

配布している

対応できる電話番号を伝えている

子どもの権利ノートに相談できる窓口を記

載している。

児童福祉審議会の委員が定期的に施設

や里親家庭を訪問している

児童福祉審議会の事務局担当者が定期

的に施設や里親家庭を訪問している

その他

児童相談所

児童福祉審議会の行政担当事務局

児童福祉審議会の専用電話

その他

3-6） 3-2）で子どもから児童福祉審議会に意見を申し立てる方策がないとお答えいただいた場合、それはなぜでしょうか？

選択肢 度数

1 必要性がない 1
2 他のシステムで対応できている 28
3 必要と感じるが今後の課題である 7
4 その他 1

合計 37

3-7） 3-6)で②の他のシステムで対応できているとお答えいただいた場合、それはどのようなシステムでしょうか？

選択肢 度数

1 社会福祉協議会・運営適正化委員会の福祉サービス苦情解決の仕組み 4
2 各施設の苦情対応の第三者委員が適切に対応している 16
3 児童相談所による施設の定期的訪問 22
4 都道府県による監査指導 6
5 その他 13

合計 61

3-9) 平成28年度に児童福祉審議会に子どもたちからの連絡や相談はありましたか

（被措置児童等虐待の届出を含まない）？

選択肢 度数 ％

1 はい 5 7.8%
2 いいえ 58 90.6%
3 その他 1 1.6%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

必要性がない

他のシステムで対応できている

必要と感じるが今後の課題である

その他

社会福祉協議会・運営適正化委員会の福祉サービス苦情解

決の仕組み

各施設の苦情対応の第三者委員が適切に対応している

児童相談所による施設の定期的訪問

都道府県による監査指導

その他

はい

いいえ

その他
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3-11）3-9）で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どのような経路で連絡や相談がありましたか。

選択肢 度数

1 はがき 3
2 電話 0
3 メール 0
4 0
5 事務局への連絡 0
6 児童福祉審議会委員の訪問時に 0
7 児童福祉審議会事務局担当者の訪問時に 0
8 その他 3

合計 6

3-12）3-9）で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どこが受け付けましたか？

選択肢 度数

1 児童福祉審議会委員 0
2 児童相談所職員 2
3 本庁の担当職員 6
4 外部への委託 0
5 その他 0

合計 8

はがき

電話

メール

事務局への連絡

児童福祉審議会委員の訪問時に

児童福祉審議会事務局担当者の訪問時に

その他

児童福祉審議会委員

児童相談所職員

本庁の担当職員

外部への委託

その他
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3-11）3-9）で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どのような経路で連絡や相談がありましたか。

選択肢 度数

1 はがき 3
2 電話 0
3 メール 0
4 0
5 事務局への連絡 0
6 児童福祉審議会委員の訪問時に 0
7 児童福祉審議会事務局担当者の訪問時に 0
8 その他 3

合計 6

3-12）3-9）で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どこが受け付けましたか？

選択肢 度数

1 児童福祉審議会委員 0
2 児童相談所職員 2
3 本庁の担当職員 6
4 外部への委託 0
5 その他 0

合計 8

はがき

電話

メール

事務局への連絡

児童福祉審議会委員の訪問時に

児童福祉審議会事務局担当者の訪問時に

その他

児童福祉審議会委員

児童相談所職員

本庁の担当職員

外部への委託

その他

3-13) 社会的養護の子どもたちの家族について、児童福祉審議会に申し立てできることを知らせていますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 2 3.1%
2 いいえ 57 89.1%
3 その他 4 6.3%
4 無効回答 1 1.6%

合計 64 100.0%

3-14) 家族から児童福祉審議会に意見を申し立てる方策を持っておられますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 7 10.9%
2 いいえ 53 82.8%
3 その他 3 4.7%
4 無効回答 1 1.6%

合計 64 100.0%

3-15) 3-14)で児童福祉審議会に意見を申し立てる方策があるとお答えいただいた場合、

それは、どのような方法でしょうか？

選択肢 度数

1 家族に「はがき」を配布している 0
2 対応できる電話番号を伝えている 3
3 措置書などの交付文書に児童福祉審議会に申し立てできる窓口を記載している。 0
4 その他 6

合計 9

はい

いいえ

その他

無効回答

はい

いいえ

その他

無効回答

家族に「はがき」を配布している

対応できる電話番号を伝えている

措置書などの交付文書に児童福祉審議会

に申し立てできる窓口を記載している。

その他
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3-16) 平成28年度に児童福祉審議会に家族からの連絡や相談はありましたか

（異議申し立てや不服申し立て等は含まない）？

選択肢 度数 ％

1 はい 1 1.6%
2 いいえ 52 81.3%
3 その他 1 1.6%
4 無効回答 10 15.6%

合計 64 100.0%

3-18) 3-16) で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どのような経路で連絡や相談がありましたか。

選択肢 度数

1 はがき 0
2 電話 1
3 メール 0
4 0
5 事務局への連絡 0
6 児童福祉審議会委員に直接 0
7 その他 1

合計 2

はい

いいえ

その他

無効回答

はがき

電話

メール

事務局への連絡

児童福祉審議会委員に直接

その他
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3-16) 平成28年度に児童福祉審議会に家族からの連絡や相談はありましたか

（異議申し立てや不服申し立て等は含まない）？

選択肢 度数 ％

1 はい 1 1.6%
2 いいえ 52 81.3%
3 その他 1 1.6%
4 無効回答 10 15.6%

合計 64 100.0%

3-18) 3-16) で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どのような経路で連絡や相談がありましたか。

選択肢 度数

1 はがき 0
2 電話 1
3 メール 0
4 0
5 事務局への連絡 0
6 児童福祉審議会委員に直接 0
7 その他 1

合計 2

はい

いいえ

その他

無効回答

はがき

電話

メール

事務局への連絡

児童福祉審議会委員に直接

その他

3-19) 3-16) で連絡や相談があったとお答えいただいた場合、どこが受け付けましたか？

選択肢 度数

1 児童福祉審議会委員 0
2 児童相談所職員 0
3 本庁の担当職員 2
4 外部への委託 0
5 その他 0

合計 2

４）社会的養護の子どもたち及び家族の声に対して、具体的にどのように動いているかお聞かせください。

4-1）児童福祉審議会への子どもたちからの連絡・相談（被措置児童等虐待の届出を含まない）に対して

調査をする仕組みがありますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 19 29.7%
2 いいえ 38 59.4%
3 その他 7 10.9%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

4-2）4-1）で子どもたちからの要請に基づいて、即時に施設や里親家庭・一時保護所等を訪問支援する方策を

持っておられますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 24 37.5%
2 いいえ 22 34.4%
3 その他 9 14.1%
4 無効回答 9 14.1%

合計 64 100.0%

児童福祉審議会委員

児童相談所職員

本庁の担当職員

外部への委託

その他

はい

いいえ

その他

はい

いいえ

その他

無効回答
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4-3）4-2）で即時に訪問する方策があるとお答えいただいた場合、誰が訪問していますか？

選択肢 度数

1 児童福祉審議会委員 1
2 児童相談所職員 24
3 本庁の担当職員 12
4 外部への委託 0
5 その他 1

合計 38

4-5) 児童福祉審議会への家族からの連絡・相談（異議申し立て、不服申し立てを含まない）に対して

調査をする仕組みがありますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 16 25.0%
2 いいえ 41 64.1%
3 その他 6 9.4%
4 無効回答 1 1.6%

合計 64 100.0%

4-6) 家族からの要請に基づいて、即時に施設や里親家庭・一時保護所等を訪問支援する方策を

持っておられますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 24 37.5%
2 いいえ 34 53.1%
3 その他 4 6.3%
4 無効回答 2 3.1%

合計 64 100.0%

児童福祉審議会委員

児童相談所職員

本庁の担当職員

外部への委託

その他

はい

いいえ

その他
無効回答

はい

いいえ

その他

無効回答
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4-3）4-2）で即時に訪問する方策があるとお答えいただいた場合、誰が訪問していますか？

選択肢 度数

1 児童福祉審議会委員 1
2 児童相談所職員 24
3 本庁の担当職員 12
4 外部への委託 0
5 その他 1

合計 38

4-5) 児童福祉審議会への家族からの連絡・相談（異議申し立て、不服申し立てを含まない）に対して

調査をする仕組みがありますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 16 25.0%
2 いいえ 41 64.1%
3 その他 6 9.4%
4 無効回答 1 1.6%

合計 64 100.0%

4-6) 家族からの要請に基づいて、即時に施設や里親家庭・一時保護所等を訪問支援する方策を

持っておられますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 24 37.5%
2 いいえ 34 53.1%
3 その他 4 6.3%
4 無効回答 2 3.1%

合計 64 100.0%

児童福祉審議会委員

児童相談所職員

本庁の担当職員

外部への委託

その他

はい

いいえ

その他
無効回答

はい

いいえ

その他

無効回答

4-7) 4-6)で即時に訪問する方策があるとお答えいただいた場合、誰が訪問していますか？

選択肢 度数

1 児童福祉審議会委員 0
2 児童相談所職員 23
3 本庁の担当職員 12
4 外部への委託 0
5 その他 0

合計 35

５）障害のある子どもへの支援についてお聞かせください。

5-1）平成28年度に児童福祉審議会に障害のある子どもたちからの連絡や相談はありましたか

（被措置児童等虐待の届出を含まない）？

選択肢 度数 ％

1 はい 1 1.6%
2 いいえ 60 93.8%
3 その他 2 3.1%
4 無効回答 1 1.6%

合計 64 100.0%

5-2) 障害児への権利擁護に関する広報または相談対応において環境整備や合理的配慮を行っていますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 41 64.1%
2 いいえ 14 21.9%
3 その他 6 9.4%
4 無効回答 3 4.7%

合計 64 100.0%

児童福祉審議会委員

児童相談所職員

本庁の担当職員

外部への委託

その他

はい

いいえ

その他

無効回答

はい

いいえ

その他
無効回答



248

６）すべての子どもたちに関する意見表明や権利擁護の仕組みについてお伺いします。

6-1）家族と離れて暮らしているかどうかにかかわらず、すべての子どもたちが意見表明をしたり、

その権利を擁護する仕組みはありますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 20 31.3%
2 いいえ 36 56.3%
3 その他 8 12.5%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

7）都道府県（所管地域）内において子どもの権利擁護を担っている団体・機関等の把握について

7-1）管内における子どもの権利擁護を担っている団体・機関等を把握していますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 41 64.1%
2 いいえ 22 34.4%
3 その他 0 0.0%
4 無効回答 1 1.6%

合計 64 100.0%

7-2）7-1）で把握しているとお答えいただいた場合、どのような方法で把握していますか？

選択肢 度数

1 調査を行った 1
2 届け出や連絡があれば把握している 7
3 具体的な相談や事例を通して把握している 18
4 個人的な情報把握 5
5 その他 14

合計 45

はい

いいえ

その他

はい

いいえ

無効回答

調査を行った

届け出や連絡があれば把握している

具体的な相談や事例を通して把握している

個人的な情報把握

その他
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６）すべての子どもたちに関する意見表明や権利擁護の仕組みについてお伺いします。

6-1）家族と離れて暮らしているかどうかにかかわらず、すべての子どもたちが意見表明をしたり、

その権利を擁護する仕組みはありますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 20 31.3%
2 いいえ 36 56.3%
3 その他 8 12.5%
4 無効回答 0 0.0%

合計 64 100.0%

7）都道府県（所管地域）内において子どもの権利擁護を担っている団体・機関等の把握について

7-1）管内における子どもの権利擁護を担っている団体・機関等を把握していますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 41 64.1%
2 いいえ 22 34.4%
3 その他 0 0.0%
4 無効回答 1 1.6%

合計 64 100.0%

7-2）7-1）で把握しているとお答えいただいた場合、どのような方法で把握していますか？

選択肢 度数

1 調査を行った 1
2 届け出や連絡があれば把握している 7
3 具体的な相談や事例を通して把握している 18
4 個人的な情報把握 5
5 その他 14

合計 45

はい

いいえ

その他

はい

いいえ

無効回答

調査を行った

届け出や連絡があれば把握している

具体的な相談や事例を通して把握している

個人的な情報把握

その他

7-3）7-1）で把握しているとお答えいただいた場合、何らかの連携を行っていますか？

選択肢 度数 ％

1 はい 35 85.4%
2 いいえ 5 12.2%
3 その他 1 2.4%
4 無効回答 0 0.0%

合計 41 100.0%

7-6）7-1）で把握していないとお答えいただいた場合、その理由はなぜでしょうか？

選択肢 度数 ％

1 3 13.6%
2 15 68.2%
3 4 18.2%
4 0 0.0%

合計 22 100.0%

必要がない
必要と考えるが今後の課題である

その他

無効回答

はい

いいえ
その他

必要がない

必要と考える

が今後の課題

である

その他
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⑧ 都道府県児童福祉審議会アンケート調査自由記述一覧 

 

1-8)児童福祉審議会の運営に関して感じた困難性は？ 

多忙の委員が多く、数か月前に定めた日程又は定期日程以外での開催（日にち及び時間）

は困難。また、委員には日中は自身の本業があるため、夜間開催が多くなる。 

委員の日程調整が難しく、至急の案件では書面審議を行わざるを得ない場合がある。 

委員の日程調整 

委員の方が多忙のため、日程調整が難しい 

事案発生毎に不定期で開催するため、委員の招集が困難。 

常設でないため、緊急に答申等を要する事案が発生した場合の招集（持ち回り審議で対応

中） 

開催日程の調整 

委員それぞれが専門の職（医師、弁護士、大学教授）に就いていることから、会の開催日

程調整に苦慮している 

委員が多忙なため、開催のための日程調整が困難なことが多い。 

委員が多忙で審議会の日程調整が困難になっている 

案件を部会に諮る必要が生じた時点から審議しなければならない期限までの日数が限ら

れており、日程調整に苦慮している（入所措置等専門部会）。 

委員の日程調整 

委員の日程調整 

・審議内容に関する専門性をもつた職員が常に配置されているわけではないため、運営に

おいて困難さを感じている。 

・部会の繁忙期と委員の仕事の繁忙期が重なるため、日程調整に苦慮している。 

 

 

2-4)委員の選出について、どのようなことが困難か 

職種のバランス。児童福祉分野に関しての知見。 

年齢、職歴等のほか、業務の都合もあり、適格な人材確保が難しい 
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⑧ 都道府県児童福祉審議会アンケート調査自由記述一覧 

 

1-8)児童福祉審議会の運営に関して感じた困難性は？ 

多忙の委員が多く、数か月前に定めた日程又は定期日程以外での開催（日にち及び時間）

は困難。また、委員には日中は自身の本業があるため、夜間開催が多くなる。 

委員の日程調整が難しく、至急の案件では書面審議を行わざるを得ない場合がある。 

委員の日程調整 

委員の方が多忙のため、日程調整が難しい 

事案発生毎に不定期で開催するため、委員の招集が困難。 

常設でないため、緊急に答申等を要する事案が発生した場合の招集（持ち回り審議で対応

中） 

開催日程の調整 

委員それぞれが専門の職（医師、弁護士、大学教授）に就いていることから、会の開催日

程調整に苦慮している 

委員が多忙なため、開催のための日程調整が困難なことが多い。 

委員が多忙で審議会の日程調整が困難になっている 

案件を部会に諮る必要が生じた時点から審議しなければならない期限までの日数が限ら

れており、日程調整に苦慮している（入所措置等専門部会）。 

委員の日程調整 

委員の日程調整 

・審議内容に関する専門性をもつた職員が常に配置されているわけではないため、運営に

おいて困難さを感じている。 

・部会の繁忙期と委員の仕事の繁忙期が重なるため、日程調整に苦慮している。 

 

 

2-4)委員の選出について、どのようなことが困難か 

職種のバランス。児童福祉分野に関しての知見。 

年齢、職歴等のほか、業務の都合もあり、適格な人材確保が難しい 

 
 

児童福祉行政に知見があり選出候補者となる学識経験者等は、多忙であることが多く、頻

回に開催する部会について、参加の了承を得ることが容易でない。 

適切な人材の確保 

多忙な職種の委員の確保（特に医師） 

専門性のある委員の確保。平日開催のため、なり手不足。 

適任者に関する情報が少ない。 

児童福祉施設の関係者は、児童福祉に関する有識者として貴重な意見を得られる一方で、

被措置児童等虐待の関係では当事者となる可能性があり、委員への委嘱が適切かどうか検

討する必要があると考えている。 

任期満了に伴い、適任の委員を選出するにあたり、求められる内容を踏まえ選出をする必

要があり、適任者自体を探すのが困難である。 

〇〇〇では「〇〇〇審議会の設置及び運営に関する指針」に基づき審議会委員を選任して

います。当審議会委員には、高度な識見を必要としており、また、審議会の担当事務に密

接な関連を有する団体からの推薦をいただいていますが、推薦いただく方は経験豊富な役

職者が多いため、他の審議会との兼職も多く、この指針に沿うような委員を選任できてい

ないため、委員任期（3 年）満期の際には選任に苦慮しています。＜委員の選任について

（抜粋）＞1.選任にあたっては委員の年齢構成等を踏まえ、可能な限り若者（概ね 39歳

以下の者）の登用に努めること。2.同一人の在職は 10年を超えないこと。3.他の審議会

との兼職は、4審議会を超えないこと。 

部会で審議する、児童福祉に精通する専門職、学識者の人材確保が難しい。 

新たな委員の選出においては、委員の職種のバランス（同一職種に集中しないようにする）

を考え、後任委員を探す必要がある。しかし、例えば大学職員であれば授業時間と部会と

の開催日時が重なり引き受けていただけないなど、現在の仕事との兼ね合いで断られるこ

ともあり、委員を探すのに苦慮する。 

一定の知識等を有する方を推薦いただくにあたり、人選が難しく、また就任にあたっても、

部会において事前準備や実際の審議にかなりの時間をとられる事情を説明すると敬遠さ

れることがある。 

 

 

3-8)子どもから児童福祉審議会に意見を申し立てる方策がない場合、必要と感じるが今

後の課題であるという場合の課題 

必要性は感じているが、今のところ未着手である。 
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・短期的な入所になるので、意見箱等で意見を収集。・権利ノート活用についても、今後

の検討の予定。 

児童養護施設の協力や理解が必要 

システム構築の手順や進め方が課題、具体的な検討は今の所ない 

里親委託児童・・・社会的養護施設等入所児童については、入所時に権利ノートを渡し、

児童相談所あての権利侵害を受けた場合の連絡先、封筒などを渡しているが、里親委託児

童の場合は年齢による説明時期の問題、権利ノートの内容修正等が必要であるため、対応

方法を検討中。 

児童相談所による施設の定期的訪問は実施しているが、児童福祉審議会に意見を申し立て

るシステムの構築については課題である 

 

 

 

5-3)障害児への合理的配慮を行っている場合の内容 

障害児の有無に関わらず、児童の権利擁護について、24時間 365日対応のフリーダイヤ

ルによる電話相談やメール相談をできる体制を整えている。 

合理的配慮の一例として、施設等に入所する際に一人一人に配布する「子どもの権利ノー

ト（児童の権利擁護の内容を記載したもの）」について、文字を大きめにする、ルビ（ふ

りがな）を振る、理解しやすいようにイラストを多用する、等の配慮をしている。また、

配布するだけでなく、児童相談所職員がノートの内容を口頭でわかりやすく説明するな

ど、一人一人の特性に応じた配慮を行っている。 

子どもの障害種別によって、面接室や相談を受ける手段に配慮し対応している。 

・権利擁護体制の推進を図るため、虐待防止、権利擁護研修を実施している。この研修に

は虐待の通報や相談を受ける市町村の職員や障害児通所支援事業所等の従事者も対象と

している。・〇〇〇権利擁護センターにおいて 24時間体制で虐待通報を受理している。

また、社会福祉士等による各種相談も行っている。 

子供の権利ノートについて、全ての文章にふりがなをふるとともに、平易な言葉によるも

のを作成（小学生版）している。2種類、中学以上、小学生 

・重症心身障害児で来所相談が困難な場合、訪問相談で対応する。来所相談の場合は、車

イスやバギーに乗ったまま相談を受けられるスペースを設けている。・〇〇〇ホームペー

ジによる広報では、図の説明も含め、音声読みあげソフトによる読みあげを可能にしてい

る（視覚障害児、読字障害児等向け）。・聴覚障害や緘黙の児童には、筆談、文字盤やト

ーキングエイドの使用、市町村の手話通訳士や特別支援学級の手話を使える教諭の同席な

ど、ケースに合わせて利用可能なツールや資源を利用している。 
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・短期的な入所になるので、意見箱等で意見を収集。・権利ノート活用についても、今後

の検討の予定。 

児童養護施設の協力や理解が必要 

システム構築の手順や進め方が課題、具体的な検討は今の所ない 

里親委託児童・・・社会的養護施設等入所児童については、入所時に権利ノートを渡し、

児童相談所あての権利侵害を受けた場合の連絡先、封筒などを渡しているが、里親委託児

童の場合は年齢による説明時期の問題、権利ノートの内容修正等が必要であるため、対応

方法を検討中。 

児童相談所による施設の定期的訪問は実施しているが、児童福祉審議会に意見を申し立て

るシステムの構築については課題である 

 

 

 

5-3)障害児への合理的配慮を行っている場合の内容 

障害児の有無に関わらず、児童の権利擁護について、24時間 365日対応のフリーダイヤ

ルによる電話相談やメール相談をできる体制を整えている。 

合理的配慮の一例として、施設等に入所する際に一人一人に配布する「子どもの権利ノー

ト（児童の権利擁護の内容を記載したもの）」について、文字を大きめにする、ルビ（ふ

りがな）を振る、理解しやすいようにイラストを多用する、等の配慮をしている。また、

配布するだけでなく、児童相談所職員がノートの内容を口頭でわかりやすく説明するな

ど、一人一人の特性に応じた配慮を行っている。 

子どもの障害種別によって、面接室や相談を受ける手段に配慮し対応している。 

・権利擁護体制の推進を図るため、虐待防止、権利擁護研修を実施している。この研修に

は虐待の通報や相談を受ける市町村の職員や障害児通所支援事業所等の従事者も対象と

している。・〇〇〇権利擁護センターにおいて 24時間体制で虐待通報を受理している。

また、社会福祉士等による各種相談も行っている。 

子供の権利ノートについて、全ての文章にふりがなをふるとともに、平易な言葉によるも

のを作成（小学生版）している。2種類、中学以上、小学生 

・重症心身障害児で来所相談が困難な場合、訪問相談で対応する。来所相談の場合は、車

イスやバギーに乗ったまま相談を受けられるスペースを設けている。・〇〇〇ホームペー

ジによる広報では、図の説明も含め、音声読みあげソフトによる読みあげを可能にしてい

る（視覚障害児、読字障害児等向け）。・聴覚障害や緘黙の児童には、筆談、文字盤やト

ーキングエイドの使用、市町村の手話通訳士や特別支援学級の手話を使える教諭の同席な

ど、ケースに合わせて利用可能なツールや資源を利用している。 

 
 

・障害者差別解消条例を平成 29 年 4月 1日に施行し、専任の相談員を配置した相談窓口

を新たに設置。・「オール〇〇〇」で障害を理由とする差別解消を推進するため、親の会

等の障害児関係団体を含めた〇〇団体、事業者の参画により「障害を理由とする差別解消

推進〇〇〇民会議」を開催。・各種団体が開催する合理的配慮の理解促進に関する講演会

等の経費に対する助成。 

・児童相談所、建屋へのスロープの設置、多目的トイレ設置などを行っている。・相談対

応等については、適宜合理的配慮及びプライバシーに配慮した対応を行っている。 

〇〇〇児童養護施設等の子どもの権利擁護部会で、施設を訪問し、児童から相談を受ける

際には、個室で行い、各児童の特性に応じた聞き取りを行っている。 

読み聞かせ絵本の権利ノートを作成し、発達年齢に応じて使い分けている。 

・児童相談所にスロープ、エレベーター設置。・パンフレットや「子どもの権利ノート」

にふりがな。・イラスト等による案内板で視覚的にわかりやすくする。 

・障害者差別の解消に向けた相談窓口の設置、ハンドブック等の作成等に関する広報等。・

相談支援従事者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者等向け研修において権利

擁護に関する内容の組み入れ、市町、事業所を対象とした障害者虐待、権利擁護研修の実

施等。※いずれも障害児に限ったものではない。 

「〇〇〇における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、対応

や配慮を行っている。 

相談者の障害の特性に応じて、ケースバイケースで対応している。 

〇〇〇社会福祉協議会に権利擁護に関する相談窓口を設置等 

事業者に対してオリエンテーションを行っている。障害者福祉サービスと共に研修を行っ

ている。 

障害者権利擁護センターや相談窓口を設置している 

入所児童への個別対応等により、児童の意見等を把握できるよう配慮している。 

・障害児入所施設の運営においては、本人の意向や適性、障害の特性などを踏まえた「入

所支援計画」を作成しなければならない他、入所する障害児の人権擁護、虐待防止等のた

め、責任者を設置するなどの体制の整備や、従業者に対する研修の実施をする等の措置を

講ずるよう努めることが規定されている【基準省令】。・車いすを利用する方等が来所さ

れた際にも対応可能にするため、段差を減らし、エレベーターを設置するなどバリアフリ

ー化している。また、車いす利用者でも可能なカウンターやトイレ、施設内に点字ブロッ

クも設置している。・慣れない環境での生活となり、衝動的な行動をとる子ども達等に対

応するため、クッション性の高い壁にすることや窓の開閉を調整し、安全の確保に努めて

いる。・知的障害のある方の相談にも対応するため、必要に応じて紙に図等を書くこと、

ゆっくり丁寧に繰り返し説明を行い、また内容の理解を確認しながら対応している。体調

面に課題のある方に対しては、面接時に休憩時間を設ける等配慮を行っている。・児童養
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護施設や福祉型障害児入所施設に入所する児童に対して配布する権利ノートについても、

児童に合わせたノートを作成し、配布している。 

・同性による介護。・入所時の権利ノート、意見用紙、封筒の配布、説明。・意見箱の設

置 

各種パンフレット（「支えあうまち、〇〇〇ほほえみプラン」「障害者差別解消法啓発リ

ーフレット」など）のルビ振りやイラストを用いた説明等、知的障害者に配慮した情報提

供に努めている。 

・障害児を含めた人権に関わる相談窓口一覧（パンフレット）を作成し、関係者へ配布す

るとともに関係機関の窓口等に設置。・障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置し、

個別相談に対応。 

聴覚障害児の相談対応において必要に応じ手話通訳が可能な関係職員の同席を求めてい

る。 

心身障がい福祉センターや発達障がい者支援センター、児童発達支援センター等におい

て、相談対応や医学的診断、療育支援などを実施している。 

適切な処遇に繋がるように、相談対応に努めている。 

障害者権利擁護センターと中央児童相談所が同じ施設内にあるので、障害児に関する相談

がある場合、情報を共有し調査等を行うことができる。 

定期的に施設訪問を行い、措置児童や施設から聞き取りをしている。 

児童相談センターにスロープ等を設置するなど、設備面の整備を行っているだけでなく、

障害を理由とする差別の禁止に関して、職員が遵守すべき要領の策定し、それに基づく対

応を行っている。 

車イスを利用する児童等に対しては、1階の面接室等で実施している 

知的障がいがある入所児童に対して、別にリーフレットを作成し平易な表現、ルビをつけ

るなどしている 

障がい児だけには限定されていないが、本〇〇〇の取組は別添パンフレットのとおり 

相談対応において、車いすでも問題ないようスロープを設ける等、物理的な環境整備に加

え、児童の発達状況、障がいに応じて筆談、手話、ゆっくり話す等の対応を実施している。 

子どもの知的能力に合わせて、子どもの権利ノートをひらがなのみの表記のものを用意し

たり、文章を読んでもらうときはルビをふったりしている 
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護施設や福祉型障害児入所施設に入所する児童に対して配布する権利ノートについても、

児童に合わせたノートを作成し、配布している。 

・同性による介護。・入所時の権利ノート、意見用紙、封筒の配布、説明。・意見箱の設

置 

各種パンフレット（「支えあうまち、〇〇〇ほほえみプラン」「障害者差別解消法啓発リ

ーフレット」など）のルビ振りやイラストを用いた説明等、知的障害者に配慮した情報提

供に努めている。 

・障害児を含めた人権に関わる相談窓口一覧（パンフレット）を作成し、関係者へ配布す

るとともに関係機関の窓口等に設置。・障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置し、

個別相談に対応。 

聴覚障害児の相談対応において必要に応じ手話通訳が可能な関係職員の同席を求めてい

る。 

心身障がい福祉センターや発達障がい者支援センター、児童発達支援センター等におい

て、相談対応や医学的診断、療育支援などを実施している。 

適切な処遇に繋がるように、相談対応に努めている。 

障害者権利擁護センターと中央児童相談所が同じ施設内にあるので、障害児に関する相談

がある場合、情報を共有し調査等を行うことができる。 

定期的に施設訪問を行い、措置児童や施設から聞き取りをしている。 

児童相談センターにスロープ等を設置するなど、設備面の整備を行っているだけでなく、

障害を理由とする差別の禁止に関して、職員が遵守すべき要領の策定し、それに基づく対

応を行っている。 

車イスを利用する児童等に対しては、1階の面接室等で実施している 

知的障がいがある入所児童に対して、別にリーフレットを作成し平易な表現、ルビをつけ

るなどしている 

障がい児だけには限定されていないが、本〇〇〇の取組は別添パンフレットのとおり 

相談対応において、車いすでも問題ないようスロープを設ける等、物理的な環境整備に加

え、児童の発達状況、障がいに応じて筆談、手話、ゆっくり話す等の対応を実施している。 

子どもの知的能力に合わせて、子どもの権利ノートをひらがなのみの表記のものを用意し

たり、文章を読んでもらうときはルビをふったりしている 

 
 

施設入所のケースについては、監査時において苦情解決責任者及び虐待防止責任者の選任

や施設に相談できない内容についての外部相談先の教示の有無、虐待防止のマニュアルの

策定の有無等を検査している。 

〇〇〇では、「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる〇〇〇づくり条例」を制定し、

条例の趣旨の周知、啓発を行っている。条例制定と同時に、〇〇〇障がい者差別解消、権

利擁護推進センターを設置し、専門相談員による相談窓口を整備した。・条例を周知する

パンフレットにふりがなをふるとともに、SPコードを付けている。 

施設入所児童に対し、配布する権利ノートの中で、ルビを振るなど、配慮を行っている。

また、相談の対応については、障がいに応じた対応ができるよう、個別対応を心掛けてい

る。 

 

 

 

6-2)すべての子どもたちが意見を表明したり、その権利を擁護する仕組みがある場合の

仕組み 

〇〇〇内小学校在籍児童を対象に、子どもの権利擁護・虐待防止啓発を目的に相談窓口等

一覧を掲載したカードを作成し、配布している！ 

〇〇〇子ども・子育て支援条例（平成 18年〇〇〇条例第〇号）に基づき、〇〇〇子ども

の権利擁護委員会を設置している。また、24時間 365日対応のフリーダイヤルの電話相

談やメール相談ができる体制を整えている 

児童相談所における権利擁護のための活動等、様々な施策により取り組んでいる。 

〇〇〇子どもの権利擁護委員会 

〇〇〇では、平成 10 年 10月より、子供の権利を擁護するための第三者機関として「子供

の権利擁護委員会」を設置した後、5年間の試行期間を経て、平成 16年度から〇〇〇の

事業として「子供の権利擁護専門相談事業」を開始。本事業の目的は、子供への虐待、い

じめ、体罰などの権利侵害への具体的な対応等を行うことにより、子供の福祉向上を図る

こととしている。事業の内容は、①子供自身や周囲の人達から、権利侵害などに関する相

談を受け対応。電話やはがきによる相談の受付体制を整えている。また、対応するための

専門員を置いている。②必要に応じて〇〇〇児童福祉審議会に事案の付議を求めることが

できる。③子供自身や都民などへの広報活動。④メッセージダイヤルを設置して、子供か

らのメッセージを受け付ける、等。 

社会福祉法人の第三者委員による苦情解決の仕組み、行政としてはない 

相談窓口の周知（児童相談所、児童虐待・DV24時間ホットライン、〇〇〇子ども支援セ

ンター） 
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社会的養護の児童についてはこどもの権利ノートを配布して相談窓口等を知らせている 

・電話相談の窓口。・入所児童への権利ノート配布。 

・各児童相談所において、子ども自身からの相談に応じている。・〇〇〇内各庁舎に人権

相談窓口を設置し、〇〇〇民からの来所相談に応じている。 

児童相談所が、児童福祉法に基づき、児童に関する様々な問題について、家庭や学校など

からの相談に応じ、子どもの健やかな成長を助ける専門の相談機関として、必要に応じて

相談や検査等を行っている。 

・施設入所等の児童については権利ノートの配布等により権利擁護を図っている。・一般

的には、電話相談専用のダイヤルを設置するなどにより権利擁護を図っている。 

〇〇〇行政機関としては、児童相談が子どもからの相談にも応じ、必要な対応（権利の擁

護も含む）を行っている。 

公的第三者機関「子どもの権利救済機関（子どもアシストセンター）」を〇〇〇が設置し、

子どもに関する相談に幅広く応じ適切な助言や支援を行うとともに、権利侵害からの救済

申立て等に基づき、その子どもの最善の利益の実現を図るため問題解決に向けた調査や関

係者間の調整を行っている。 

施設等で設置している意見箱、子ども会議の開催など 

子どもの権利条例を制定しており、子どもが相談できる機関として子どもの権利相談室を

設置し、子どもの権利相談員と子どもの権利救済委員（学識、弁護士）を配置し、相談を

受け、必要に応じて救済できる体制を整えている。 

・こどもの権利ノートとはがき（切手付）の配布。・施設内に意見箱の設置。・市長への

手紙 

支援を要する子どもに対し、要保護児童地域支援協議会において、子どもの最善の利益を

考えた支援を行っているほか、こども総合相談センターにおいて、さまざまな相談に対応

しており、人権侵害に関して勧告を行う法務局とも必要に応じて連携を図っている。 

下記（1）～（2）を目的として「〇〇〇子どもフォーラム」を開催している。平成 26年

度から平成 28年度までの 3ヶ年で全小中学校で開催した（平成 29年度以降は、希望する

学校での開催）。（1）児童生徒と保護者・地域のおとなの方への「児童の権利に関する

条約」の周知（2）おとなを交えた会における子どもの意見表明の機会の確保 

児童福祉法第 27 条 1項 3号により施設へ措置された児童に対して、子ども自身の知る権

利等について記載された「〇〇〇子どもの権利ノート」を配布するとともに、施設での悩

みや不安、困りごとを児童福祉司等に相談するためのミニレターを配布し、子どもの権利

擁護を図っている。 

施設入所時にパンフレットを用いて説明している 

子どもの悩み相談フリーダイヤルを設置し、24時間体制で受け付け 
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しており、人権侵害に関して勧告を行う法務局とも必要に応じて連携を図っている。 

下記（1）～（2）を目的として「〇〇〇子どもフォーラム」を開催している。平成 26年

度から平成 28年度までの 3ヶ年で全小中学校で開催した（平成 29年度以降は、希望する

学校での開催）。（1）児童生徒と保護者・地域のおとなの方への「児童の権利に関する

条約」の周知（2）おとなを交えた会における子どもの意見表明の機会の確保 

児童福祉法第 27条 1項 3号により施設へ措置された児童に対して、子ども自身の知る権

利等について記載された「〇〇〇子どもの権利ノート」を配布するとともに、施設での悩

みや不安、困りごとを児童福祉司等に相談するためのミニレターを配布し、子どもの権利

擁護を図っている。 

施設入所時にパンフレットを用いて説明している 

子どもの悩み相談フリーダイヤルを設置し、24時間体制で受け付け 

 
 

施設入所児童においては、〇〇〇庁主管課へ直接意見を届ける仕組みがある。 

 

 

 

6-3)今後すべての子どもたちの意見表明、権利擁護を考えた場合の課題 

子ども達の意見表明や権利擁護について、相談に応じたり権利の侵害から子どもを救済す

るために必要な調査等を行っても、救済のための実行力があるわけではないので、法律に

より何らかの力を担保する規定が必要と考える。 

子どもたちの意見表明に対して即座に対応できるシステムの構築 

・受付窓口をどこにするか。・受け付けた後、どのような手順で、誰が調査、評価、指導

をするか。・指導後の進行管理を誰がどのようにするか。 

子どもの権利擁護については社会全体の責務として、啓発活動を進めていく必要がある 

全ての子どもにその仕組みを知ってもらうための広報（カードの配布等）が不可欠である。

また子どもが利用しやすいあらゆる媒体を用いる仕組みが求められる 

特になし 

意見表明の場の確保、対応する仕組みづくり 

①子どもオンブズマンなどの独立した第三者機関の設置。②その設置にあたり、担い手、

機関の運営方法、予算、行政機関、教育機関、児童福祉施設、その他関係機関との連携方

法など具体化すべき事柄が多いが、全国的にも例が少ないため、具体化することが困難。 

まず第三者機関をどのレベルで設置するのか（国レベルか、地方レベルか） 

子ども達の身近な場所で相談や意見表明ができる仕組み作り 

・自分の意見を伝えてもよいこと、自分は権利の主体であるということを子ども達に認識

してもらうための方策。・子どもの意見を聞き取る技術、方法の質的向上。・子どもがア

クセスしやすい方法（メール、LINE など）による対応方法の検討。 

・認められる権利等の具体的な範囲。・効果的な周知方法や周知先等の検討。・教育機関

との連携等。 

複数部署に関わるような内容の場合の対応など 

子どもに寄り添い意見を聞き取り、対応する専門職員の配置が必要と考えるが、専従でき

る人の確保が困難 

対象児童をすべての子どもとした場合、相談内容は多岐にわたる可能性があるため、対応

する者に対して、幅広い知識とスキルが求められ、また対応する者を増員する必要があり、

人員の確保が難しい。 

子どもにとって相談しやすい窓口の設置方法について工夫が必要 
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大人や子どもが、子どもの権利擁護について学習する機会が少ない。 

子ども家庭福祉の現場において、児童相談所の一時保護や措置に対して親は争う手段をも

つが、子どもにとってその手段はほとんど無い状態であり、子ども自身もしくはその声を

代弁しようとする関係機関の意見が適切に反映されずに危険に陥っている事例も少なか

らず存在する。このことより、自分から声をあげられない子どもの権利が確かに保障され

ているかを監視するための第三者性を有する機関の設置が求められる。 

窓口等の有無、どのような話を聞いてもらえるのか等について、わかりやすく周知するこ

と。 

・子ども達が表明する意見等が、真にその子の意見なのか（第三者の意見等が影響してい

ないか）の見極め。・「すべての子どもたち」となると重度障害児や言語表現が未発達な

児童の意見表明をどう保障するか。 

特になし 

検討中 

財源、人的配置 

・すべての子どもたちを対象とした場合、意見を表明する権利があるということをどのよ

うにして伝えるか、方法が難しい。・子どもの権利よりも親の親権が優先される風潮があ

り、権利擁護の弊害となっていることが問題と思われる。・子ども達が自分の権利を学ぶ

機会を適切に準備すること（それを教える親への教育の必要性）。 

意見表明の仕組みづくりや対応窓口の整理、設置、広報のあり方など様々な点において整

理が必要と考える。 

・意見集約の仕組みとその周知。・既に子どもの権利擁護に関する相談窓口が複数あるの

で、それぞれの窓口とのすみ分けも必要。 

子ども達が使うコミュニケーションツールの変化（電話から SNSへ）に伴い、子ども達が

気軽に相談等できる方法について、調査・研究が必要である。 

・関係機関間の連携、役割分担（縦割りな「押し付け合い」となる懸念がある）。・意見

表明の前提として、権利の定義付け（重点的に取り扱う範囲）。・子ども達がその「権利」

を学ぶ機会の確保が必要となる。・意見を表明できない大多数の子どものフォローが必要

となる。 

人権教育の必要性。ただし、自分で意見表明できない児童について、どうしたら良いかと

いう課題が考えられる。 

家庭で生活している子どもの意見表明の機会の確保とその方法の周知に課題がある。 

すべての子どもたちの意見表明、権利擁護を保障する方法やツールがない。 

一つの部署・機関で対応するとした場合、様々な課題を有する子どもたちに対応できる職

員の確保、養成が難しいのではないかと思われる。 
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大人や子どもが、子どもの権利擁護について学習する機会が少ない。 

子ども家庭福祉の現場において、児童相談所の一時保護や措置に対して親は争う手段をも

つが、子どもにとってその手段はほとんど無い状態であり、子ども自身もしくはその声を

代弁しようとする関係機関の意見が適切に反映されずに危険に陥っている事例も少なか

らず存在する。このことより、自分から声をあげられない子どもの権利が確かに保障され

ているかを監視するための第三者性を有する機関の設置が求められる。 

窓口等の有無、どのような話を聞いてもらえるのか等について、わかりやすく周知するこ

と。 

・子ども達が表明する意見等が、真にその子の意見なのか（第三者の意見等が影響してい

ないか）の見極め。・「すべての子どもたち」となると重度障害児や言語表現が未発達な

児童の意見表明をどう保障するか。 

特になし 

検討中 

財源、人的配置 

・すべての子どもたちを対象とした場合、意見を表明する権利があるということをどのよ

うにして伝えるか、方法が難しい。・子どもの権利よりも親の親権が優先される風潮があ

り、権利擁護の弊害となっていることが問題と思われる。・子ども達が自分の権利を学ぶ

機会を適切に準備すること（それを教える親への教育の必要性）。 

意見表明の仕組みづくりや対応窓口の整理、設置、広報のあり方など様々な点において整

理が必要と考える。 

・意見集約の仕組みとその周知。・既に子どもの権利擁護に関する相談窓口が複数あるの

で、それぞれの窓口とのすみ分けも必要。 

子ども達が使うコミュニケーションツールの変化（電話から SNSへ）に伴い、子ども達が

気軽に相談等できる方法について、調査・研究が必要である。 

・関係機関間の連携、役割分担（縦割りな「押し付け合い」となる懸念がある）。・意見

表明の前提として、権利の定義付け（重点的に取り扱う範囲）。・子ども達がその「権利」

を学ぶ機会の確保が必要となる。・意見を表明できない大多数の子どものフォローが必要

となる。 

人権教育の必要性。ただし、自分で意見表明できない児童について、どうしたら良いかと

いう課題が考えられる。 

家庭で生活している子どもの意見表明の機会の確保とその方法の周知に課題がある。 

すべての子どもたちの意見表明、権利擁護を保障する方法やツールがない。 

一つの部署・機関で対応するとした場合、様々な課題を有する子どもたちに対応できる職

員の確保、養成が難しいのではないかと思われる。 

 
 

・「子どもの権利」について、子ども自身への周知及び理解の促進。・子どもが意見表明

をしやすい環境づくり。・子どもの年齢や成熟度に鑑みた意見の正当性の判断。 

体制作り 

子ども達の身近なところにあって、いつでもどんなときにも子ども達が意見を述べられ

る、または大人が手をさしのべられる環境の整備 

・児童福祉審議会は常設ではないため、子どもたちから連絡や相談があった場合にどこが

対応するのか不明。・子どもの権利を擁護する第三者機関には、子どもの連絡や相談を調

査する機能と是正勧告が必要。 

・受付られるキャパシティが不足。・教育や労働といった他の行政窓口との整理。 

子どもからの意見表明があった場合の聞き取り、事実確認の仕方、対応方法などの仕組み

をどう作っていくか 

福祉や教育と言ったジャンルを越えた様々な対応が必要とするため、専門性の高い、子ど

もの権利擁護に特化した第三者機関等の設置が必要。 

・研修を通じた子どもの権利についての施設職員等の意識向上。・子どもの権利について

の学習会の充実。・子ども主体の自治会の開催。 

子どもの抱える問題は多岐にわたるため、総合的に対応できる機関とする必要があり、そ

のための調査等にかかる事務局体制（専門性と人員）の構築。 

 

 

6-4)今後児童福祉審議会で権利擁護を担う必要がある場合の課題 

子ども達の意見表明や権利擁護について、相談に応じたり権利の侵害から子どもを救済す

るために必要な調査等を行っても、救済のための実行力があるわけではないので、法律に

より何らかの力を担保する規定が必要と考える。 

子どもたちの意見表明に対して即座に対応できるシステムの構築 

児童福祉審議会は子どもの福祉の増進に重要な役割を担っているが、それだけで子どもの

意見表明や権利擁護までを担いうるものではないと考えている。 

児童福祉審議会での対応となると、当○○○では、子どもの権利擁護について同等の制度

の重複等を整理する必要がある。 

子供自身の意向、保護者の意向、あるいは当該家庭に関わる関係者・関係機関の意向が様々

に交錯する場合も踏まえ、何が子供にとって最善の利益となるかを総合的に判断するため

に、どのようなプロセス（誰が、どのような段階で、どのような根拠で等）で、確認・判

断していく仕組みを作っていくのかという課題。 

窓口や仕組みづくり 

・公平性、専門性の高い委員の確保。・子どもの意見を、地域性等から生じる差がなく拾
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いあげるための仕組作り。・具体的な運営方法、関係機関との連携などの仕組作り。 

子どもからの連絡、相談をどこが窓口となって受け、審議会でどのように実効性のある対

応を取り得るか。現状の審議会の機能とのギャップが大きい。現状でも委員の日程調整に

難航しており、即座の対応をとることが難しい。 

児童福祉審議会についての周知（どのような役割を果たすのか、相談窓口など） 

・審議会の開催回数が限られるため、タイムリーに対応できるかどうか。・最終的に子ど

もが何を求めているかによって、審議会で扱うことが有効かどうかの判断が分かれるので

はないか。 

・審議会で扱う案件の内容や範囲が不明確。・調査審議する時間や人の確保等。 

審議会でどのような事項を審議するのか 

審議会が子どもの意見を受け入れる手法の検討や審議会の運営についても改善が必要（時

間、予算、人材） 

対象児童をすべての子どもとした場合、相談内容は多岐にわたる可能性があるため、対応

する者に対して、幅広い知識とスキルが求められ、また対応する者を増員する必要があり、

人員の確保が難しい。 

子どもにとって馴染みやすいものとなるよう周知、啓発が必要 

調査が必要な場合、その費用 

具体的なケースについて実情をより正確に把握し、児童自身の権利を擁護していくことが

必要であり、児童や家族本人から意見を聴くことができることとされたため、委員にはよ

り高い公平性が求められる。 

・子ども達が表明する意見等が、真にその子の意見なのか（第三者の意見等が影響してい

ないか）の見極め。・「すべての子どもたち」となると重度障害児や言語表現が未発達な

児童の意見表明をどう保障するか。 

特になし 

児童福祉審議会に意見を申し立てることができることを周知する必要がある。 

財源、人的配置 

・委員の日程調整がある為、意見表明後に早急に開催する事が難しいと考えられる。・審

議会に子どもが 1人で来て自分の意見を述べる場面が想定できない。・子どもと審議を結

びつける第三者等のシステムが必要と思われる。 

・法改正等の課題。・何を児童福祉審議会で取り扱うのかを明確にする必要があるのでは

ないか。 

・事務局の体制強化（現在の業務の対応のみで手が回らない状況）。・会議開催回数の増

に伴う委員の負担軽減。 
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審議会が子どもの意見を受け入れる手法の検討や審議会の運営についても改善が必要（時

間、予算、人材） 

対象児童をすべての子どもとした場合、相談内容は多岐にわたる可能性があるため、対応

する者に対して、幅広い知識とスキルが求められ、また対応する者を増員する必要があり、

人員の確保が難しい。 

子どもにとって馴染みやすいものとなるよう周知、啓発が必要 

調査が必要な場合、その費用 

具体的なケースについて実情をより正確に把握し、児童自身の権利を擁護していくことが

必要であり、児童や家族本人から意見を聴くことができることとされたため、委員にはよ

り高い公平性が求められる。 

・子ども達が表明する意見等が、真にその子の意見なのか（第三者の意見等が影響してい

ないか）の見極め。・「すべての子どもたち」となると重度障害児や言語表現が未発達な

児童の意見表明をどう保障するか。 

特になし 

児童福祉審議会に意見を申し立てることができることを周知する必要がある。 

財源、人的配置 

・委員の日程調整がある為、意見表明後に早急に開催する事が難しいと考えられる。・審

議会に子どもが 1人で来て自分の意見を述べる場面が想定できない。・子どもと審議を結

びつける第三者等のシステムが必要と思われる。 

・法改正等の課題。・何を児童福祉審議会で取り扱うのかを明確にする必要があるのでは

ないか。 

・事務局の体制強化（現在の業務の対応のみで手が回らない状況）。・会議開催回数の増

に伴う委員の負担軽減。 

 
 

既に独自で子どもの権利擁護する機関を設けている自治体等においては、児童福祉審議会

で権利擁護の機能を担う仕組みを設ける場合に、それぞれの役割や扱う範囲をどのように

整理するかが課題になると思われる。 

・関係機関間の連携、役割分担（縦割りな「押し付け合い」となる懸念がある）。・意見

表明の前提として、権利の定義付け（重点的に取り扱う範囲）。・子供達がその「権利」

を学ぶ機会の確保が必要となる。・意見を表明できない大多数の子どものフォローが必要

となる。・事業の調査、関係機関との調整、是正の要請等、権利擁護、救済のプロセスに

係る迅速性の確保（合議体であるため専門性や公正性などは確保できるものの、迅速な対

応のためには調査委員の指名等が必要と思料される）。 

児童福祉審議会において対応する場合、審議会事務局の体制整備や審議会に調査や救済措

置などに必要な権限を付与する法整備が必要と思料します。 

業務案件が膨大になる。審査時間に限りがある。 

児童福祉審議会は開催回数が少なく（28 年度は開催されず）、専門部会についても開催

予定日時が決まっていることから、速やか且つ柔軟な対応を行うことに課題がある。 

〇〇〇では、児童福祉審議会にそのような機能がないため、システム作りから必要である。 

審議会の委員だけでなく、専門性を有する職員の配置を含めた事務局体制の整備が必要と

なる。 

子どもが自ら相談することは、必ずしも容易ではないため、子どもの権利擁護に疑義をも

つ関係機関が代弁できる仕組みが必要 

体制作り 

児童福祉審議会の目的の変更や、子ども達が意見表明できるように、また子ども達の権利

擁護を行うための環境や体制の整備が必要である。 

児童福祉審議会で審議する前に、入ってきた連絡や相談の事実確認等、調査が必要となる

ため、現在の人員では実施は困難 

施設入所児童の権利擁護については、現在の仕組みを活用することができるが、在宅支援

を行っている児童等を含め、「すべての子ども」を対象とする場合、以下の 2 点の課題が

考えられる。①対象者の範囲の広さ。②在宅支援の場合、児童福祉司等による面接以外で、

どのように児童の意見表明を受けるか。 

行政の事務局体制が手薄であるため、拡充が必要 

・被虐待児童の審議案件の件数が多く、時間的余裕がない。・各委員も多忙なため、回数

や時間を増やすことは困難である。・第三者的立場で、子どもの意見を弁護士が聞き取る

などの対応がとれないか。 

児童福祉審議会事務局の体制整備（専門性の確保・人員配置等） 
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措置中の児童間の人権侵害事案をどこまで児童福祉審議会にあげるのか線引きが難しい。 

子どもの抱える問題は多岐にわたるため、総合的に対応できる機関とする必要があり、そ

のための調査等にかかる事務局体制（専門性と人員）の構築。 

 

 

 

7-4)所管地域内で団体・機関等と連携している場合の連携内容 

必要に応じて会議等を通じ情報共有を図っている。 

児童虐待に関する連絡会議を設置しており、その会議の中で情報交換している。 

相談者に対し適切に案内できるよう、必要に応じて情報交換等している 

〇〇〇要保護児童対策協議会の構成員として参加 

団体・機関から連絡、情報提供があった場合、〇〇〇の事業として取り組んでいる「子供

の権利擁護専門相談事業」についても、団体等の活動の中で、〇〇〇民へ広報・周知して

もらっている。 

年に 1回、児童相談所課長会議で連携会議を実施 

要対協会議の開催の他、必要に応じて弁護士へ児童相談所が相談できる体制を整えてい

る。 

・個別の事例について、団体等から児童相談所に連絡が入り、連携して対応することがあ

る。・家族再統合支援事業の委託 

連絡会等を開催し、情報の共有を行っている。 

研修会の講師の依頼 

個別の照会・依頼事項等について必要に応じ対応している 

・相談電話の委託。・啓発等のイベント 

知事の附属機関として設置した、〇〇〇子ども若者審議会〇〇〇児童養護施設等の子ども

の権利擁護部会において、委員の委嘱を行っている。 

・権利ノートにおいて相談先として記載。・審議会委員として参画いただいている。 

・児童虐待防止推進月間等の広報、啓発活動の後援。・施設入所児童や施設職員への CAP

プログラム実施。・トリプル Pの実施。 

研修会・行事への参加 

児童虐待防止推進月間における取組、イベント等における広報・啓発等において連携 

必要に応じて児童相談所から派遣を依頼している 

年 1回、関係機関・団体が出席する会議を開催し、虐待件数や子どもの権利擁護に関する

取組等の情報を共有している。 

〇〇〇事業の共催、後援等の協力や受託先として連携している。 



263

 
 

措置中の児童間の人権侵害事案をどこまで児童福祉審議会にあげるのか線引きが難しい。 

子どもの抱える問題は多岐にわたるため、総合的に対応できる機関とする必要があり、そ

のための調査等にかかる事務局体制（専門性と人員）の構築。 

 

 

 

7-4)所管地域内で団体・機関等と連携している場合の連携内容 

必要に応じて会議等を通じ情報共有を図っている。 

児童虐待に関する連絡会議を設置しており、その会議の中で情報交換している。 

相談者に対し適切に案内できるよう、必要に応じて情報交換等している 

〇〇〇要保護児童対策協議会の構成員として参加 

団体・機関から連絡、情報提供があった場合、〇〇〇の事業として取り組んでいる「子供

の権利擁護専門相談事業」についても、団体等の活動の中で、〇〇〇民へ広報・周知して

もらっている。 

年に 1回、児童相談所課長会議で連携会議を実施 

要対協会議の開催の他、必要に応じて弁護士へ児童相談所が相談できる体制を整えてい

る。 

・個別の事例について、団体等から児童相談所に連絡が入り、連携して対応することがあ

る。・家族再統合支援事業の委託 

連絡会等を開催し、情報の共有を行っている。 

研修会の講師の依頼 

個別の照会・依頼事項等について必要に応じ対応している 

・相談電話の委託。・啓発等のイベント 

知事の附属機関として設置した、〇〇〇子ども若者審議会〇〇〇児童養護施設等の子ども

の権利擁護部会において、委員の委嘱を行っている。 

・権利ノートにおいて相談先として記載。・審議会委員として参画いただいている。 

・児童虐待防止推進月間等の広報、啓発活動の後援。・施設入所児童や施設職員への CAP

プログラム実施。・トリプル Pの実施。 

研修会・行事への参加 

児童虐待防止推進月間における取組、イベント等における広報・啓発等において連携 

必要に応じて児童相談所から派遣を依頼している 

年 1回、関係機関・団体が出席する会議を開催し、虐待件数や子どもの権利擁護に関する

取組等の情報を共有している。 

〇〇〇事業の共催、後援等の協力や受託先として連携している。 

 
 

・当該機関は、〇〇〇要保護児童対策地域協議会の構成関係機関となっている。・当該機

関が開催（年 2回）する「子どものための相談窓口連絡会議」に、児童相談所が参加機関

となっている。 

研修講師の依頼等を通して連携 

保育園・幼稚園向けのワークショップを委託している。 

・虐待についての情報共有。・計画相談事業所としての相談依頼。・成年後見、未成年後

見についての相談。 

支援を要する子どもに対し、要保護児童地域支援協議会において、子どもの最善の利益を

考えた支援を行っているほか、こども総合相談センターにおいて、さまざまな相談に対応

しており、人権侵害に関して勧告を行う法務局とも必要に応じて連携を図っている。 

要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために、関係機関によるネットワークを構築

し、当該児童等に関する情報や考え方を共有し対応している。 

審議会（〇〇〇子ども子育て支援協議会）への参加 

・児童相談所への弁護士配置事業。・都道府県要保護児童対策協議会構成機関。 

児童虐待防止推進事業の委託先として 

児童福祉法第 25 条の 2第 1項の規定に基づき〇〇〇が設置している、要保護児童対策協

議会に構成員として参加して頂き、要保護児童の早期発見及び適切な保護、又は要支援児

童もしくは特定妊婦への適正な支援を図っている。 

〇〇〇弁護士会から〇〇・〇〇・〇〇・〇〇こども家庭センターへ月 2回、弁護士を派遣

頂き、こども家庭センター職員に対して子どもの権利擁護を遵守し、専門的対応力を向上

させるためご指導いただいている。 

毎月開催される会議にオブザーバーとして参加している。 

要保護児童対策地域協議会の構成員の 1つであり、会議で児童虐待防止に関するご意見を

頂くなど、連携を図っている。 

虐待防止についての〇〇〇民講座等についての後援名義等、こどもの権利擁護にかかる活

動を後方支援している。 
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